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高 崎 税 務 署 長 賞高 崎 税 務 署 長 賞

安中市立磯部小学校６年　神　宮　一　太 くん安中市立磯部小学校６年　神　宮　一　太 くん
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７月
□　所得税の予定納税額の納付（第１期分）
　　　納期限…７月31日
□　所得税の予定納税額の減額申請
　　　申請期限…７月16日
□　固定資産税（都市計画税）の第２期分の
納付

　　　納期限…７月中において市町村の条
例で定める日

□　６月分源泉所得税・住民税の特別徴収
税額の納付

　　　納期限…７月10日
（年２回納付の特例適用者は、１月か
ら６月までの徴収分を７月 10 日まで
に納付）

□　５月決算法人の確定申告〈法人税・消
費税・地方消費税・法人事業税・（法
人事業所税）・法人住民税〉

　　　申告期限…７月31日
□　２月、５月、８月、11月決算法人の３月ご

との期間短縮に係る確定申告〈消費税・
地方消費税〉

　　　申告期限…７月31日
□　法人・個人事業者の１月ごとの期間短
縮に係る確定申告〈消費税・地方消費
税〉

　　　申告期限…７月31日
□　11月決算法人の中間申告〈法人税・消
費税・地方消費税・法人事業税・法人
住民税〉（半期分）

　　　申告期限…７月31日
□　消費税の年税額が 400 万円超の２月、
８月、11月決算法人の３月ごとの中間申
告〈消費税・地方消費税〉

　　　申告期限…７月31日
□　消費税の年税額が 4,800 万円超の４
月、５月決算法人を除く法人・個人事
業者の１月ごとの中間申告（３月決算法
人は２ヵ月分）〈消費税・地方消費税〉

　　　申告期限…７月31日

□　個人事業税の納付（第１期分）
　　　納期限…８月中において各都道府県

の条例で定める日
□　個人の道府県民税及び市町村民税の
納付（第２期分）

　　　納期限…８月中において市町村の条
例で定める日

□　７月分源泉所得税・住民税の特別徴収
税額の納付

　　　納期限…８月12日
□　６月決算法人の確定申告〈法人税・消
費税・地方消費税・法人事業税・（法
人事業所税）・法人住民税〉

　　　申告期限…９月２日
□　３月、６月、９月、12 月決算法人・個人
事業者の３月ごとの期間短縮に係る確
定申告〈消費税・地方消費税〉

　　　申告期限…９月２日
□　法人・個人事業者の１月ごとの期間短
縮に係る確定申告〈消費税・地方消費
税〉

　　　申告期限…９月２日
□　12 月決算法人の中間申告〈法人税・消
費税・地方消費税・法人事業税・法人
住民税〉（半期分）

　　　申告期限…９月２日
□　消費税の年税額が 400 万円超の３月、
９月、12 月決算法人、個人事業者の３月
ごとの中間申告〈消費税・地方消費税〉

　　　申告期限…９月２日
□　消費税の年税額が4,800万円超の５月、
６月決算法人を除く法人・個人事業者
の１月ごとの中間申告（４月決算法人は
２ヵ月分）〈消費税・地方消費税〉

　　　申告期限…９月２日
□　個人事業者の 25 年分の消費税・地方
消費税の中間申告

　　　申告期限…９月２日

８月
□　８月分の源泉所得税・住民税の特別徴
収税額の納付

　　　納期限…９月10日
□　７月決算法人の確定申告〈法人税・消
費税・地方消費税・法人事業税・（法
人事業所税）・法人住民税〉

　　　申告期限…９月30日
□　１月、４月、７月、10月決算法人の３月ご
との期間短縮に係る確定申告〈消費税・
地方消費税〉

　　　申告期限…９月30日
□　法人・個人事業者の１月ごとの期間短
縮に係る確定申告〈消費税・地方消費
税〉

　　　申告期限…９月30日
□　１月決算法人の中間申告〈法人税・消
費税・地方消費税・法人事業税・法人
住民税〉（半期分）

　　　申告期限…９月30日
□　消費税の年税額が 400 万円超の１月、
４月、10月決算法人の３月ごとの中間申
告〈消費税・地方消費税〉

　　　申告期限…９月30日
□　消費税の年税額が 4,800 万円超の６
月、７月決算法人を除く法人・個人事
業者の１月ごとの中間申告（５月決算法
人は２ヵ月分）〈消費税・地方消費税〉

　　　申告期限…９月30日

９月



　

本
日
こ
こ
に
、
平
成
25
年
度

定
時
総
会
並
び
に
表
彰
式
を
開

催
す
る
に
当
た
り
、
公
務
ご
多

忙
中
に
も
拘
わ
ら
ず
、
高
崎
税

務
署
長
様
を
始
め
ご
来
賓
多
数

の
ご
臨
席
を
賜
り
ま
し
て
、
心

か
ら
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

　

ま
た
、
会
員
並
び
に
役
員
の

皆
様
方
に
は
、
大
勢
ご
出
席
い

た
だ
き
、
総
会
が
盛
大
に
開
催

で
き
ま
す
こ
と
に
深
く
感
謝
申

し
上
げ
ま
す
。

　

高
崎
法
人
会
は
、
本
年
４
月

１
日
か
ら
新
た
に
、営
利
を
目
的

と
し
な
い
一
般
社
団
法
人
と
し

て
ス
タ
ー
ト
い
た
し
ま
し
た
。新

法
人
移
行
に
当
た
り
ま
し
て
は
、

皆
様
方
に
ご
支
援
、
ご
協
力
を

賜
り
ま
し
た
こ
と
を
改
め
ま
し

て
厚
く
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

　

さ
て
、
平
成
24
年
度
の
当
法

人
会
の
運
営
並
び
に
事
業
活
動

は
、
税
務
当
局
を
は
じ
め
関
係

諸
団
体
等
の
ご
援
助
と
会
員
並

び
に
役
員
皆
様
の
深
い
ご
理
解

と
ご
協
力
に
よ
り
、
滞
り
な
く

予
定
通
り
遂
行
で
き
ま
し
た
こ

と
に
、
衷
心
よ
り
お
礼
申
し
上

げ
ま
す
。

　

当
法
人
会
は
、
群
馬
県
９
法

人
会
の
中
で
最
大
の
団
体
で
あ

り
、地
域
も
広
範
囲
で
す
の
で
、

会
員
相
互
の
更
な
る
結
束
を
図

り
、税
の
提
言
活
動
、公
開
講
演

会
、
租
税
教
育
な
ど
を
積
極
的

に
行
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
。

　

ま
た
、
更
に
多
く
の
法
人
を

会
員
と
し
て
迎
え
入
れ
る
た
め
、

増
強
運
動
を
展
開
し
て
ま
い
り

ま
し
た
。
厳
し
い
経
済
環
境
の

影
響
等
に
よ
り
苦
慮
し
ま
し
た

が
、
執
行
部
役
員
は
も
と
よ
り

各
地
区
会
、部
会
、事
務
局
が
一

丸
と
な
っ
て
会
員
増
強
に
取
り

組
ん
で
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

更
に
、
税
務
当
局
、
税
理
士

会
、生
損
保
３
社
に
も
、入
会
勧

奨
に
ご
尽
力
い
た
だ
き
ま
し
た
。

関
係
各
位
の
ご
協
力
に
心
よ
り

厚
く
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

　

今
年
は
、新
法
人
に
移
行
し
、

大
き
な
展
開
期
を
迎
え
ま
し

た
。
こ
の
情
勢
の
変
化
に
対
応

し
、
会
員
以
外
の
方
に
も
積
極

的
に
、
当
法
人
会
活
動
を
周
知

し
て
ま
い
り
た
い
と
考
え
て
お

り
ま
す
。

　

そ
の
一
環
と
し
て
、
広
報
紙

「
法
人
だ
よ
り
」
や
「
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
」
の
更
な
る
充
実
と
会

員
以
外
の
方
も
対
象
に
し
た
公

開
講
演
会
や
街
頭
広
報
な
ど
を

計
画
し
て
お
り
ま
す
。

　

ま
た
、「
ふ
れ
あ
い
写
真
コ
ン

テ
ス
ト
」
な
ど
地
域
に
密
着
し

た
社
会
貢
献
活
動
や
小
学
生
を

対
象
に
し
た
「
租
税
教
室
」
や

「
絵
は
が
き
コ
ン
ク
ー
ル
」な
ど

の
租
税
教
育
活
動
に
も
積
極
的

に
取
り
組
ん
で
ま
い
り
ま
す
。

　

新
法
人
の
ス
タ
ー
ト
の
年
に

な
り
ま
す
が
、「
企
業
や
経
営

者
」と「
税
務
署
を
は
じ
め
と
す

る
税
務
当
局
」
を
結
ぶ
組
織
と

し
て
、
税
務
署
、
県
、
市
町
村
な

ど
と
、
よ
り
一
層
の
協
調
を
図

り
、
税
の
啓
発
活
動
な
ど
を
通

じ
、
企
業
や
地
域
社
会
の
更
な

る
発
展
に
努
め
て
、
身
近
で
信

頼
さ
れ
る
魅
力
あ
る
法
人
会
づ

く
り
の
た
め
、
取
り
組
ん
で
参

る
所
存
で
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、

皆
様
の
旧
に
倍
す
る
す
る
ご
理

解
と
ご
協
力
を
お
願
い
い
た
し

ま
す
。

　

結
び
に
会
員
企
業
の
ご
繁
栄

並
び
に
、
ご
参
会
各
位
の
ご
健

勝
と
ご
多
幸
を
ご
祈
念
申
し
上

げ
ま
し
て
、
開
会
の
挨
拶
と
い

た
し
ま
す
。

信澤　　卓

総
会
総
会

会
長
挨
拶

会
長
挨
拶

総
会

会
長
挨
拶

会　長

会長挨拶・受賞者紹介

要　旨
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平
成
二
十
五
年
度
一
般
社
団

法
人
高
崎
法
人
会 

定
時
総
会

が
、去
る
五
月
二
十
八
日
（
火
）

午
後
四
時
よ
り
、
高
崎
ビ
ュ
ー

ホ
テ
ル
に
て
、
ご
来
賓
並
び
に

会
員
・
役
員
約
二
四
〇
人
の
参

加
に
よ
り
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

総
会
概
要
報
告

○
議
案
を
承
認

議
案
第
一
号

平
成
二
十
四
年
度
収
支
決
算

承
認
の
件

（
24
年
度
収
支
決
算
に
関
す

る
監
査
報
告
）

議
案
第
二
号

役
員
の
一
部
変
更
承
認
の
件

　

以
上
二
議
案
が
上
程
さ
れ
、

い
ず
れ
も
原
案
ど
お
り
承
認
さ

れ
ま
し
た
。

○
報
告
事
項

①
平
成
二
十
四
年
度
事
業
報
告

②
平
成
二
十
五
年
度
事
業
計
画

及
び
収
支
予
算

※

議
案
の
概
略
に
つ
い
て
は

三
・
四
頁
参
照
。

※

皆
様
に
ご
承
認
い
た
だ
き
ま

し
た
議
案
及
び
報
告
事
項
に

つ
き
ま
し
て
は
、
高
崎
法
人

会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
情
報
公

開
資
料
の
ペ
ー
ジ
に
て
適
宜

掲
載
し
て
ま
い
り
ま
す
。

○
表
彰
式

　

議
事
終
了
後
、
表
彰
式
が
行

な
わ
れ
、
役
員
功
労
者
表
彰
、

役
員
功
労
者
感
謝
状
贈
呈
、
組

織
充
実
功
労
地
区
会
表
彰
、
組

織
充
実
功
労
者
表
彰
、
会
員
増

強
目
標
達
成
賞
、
厚
生
制
度
推

進
功
労
者
感
謝
状
贈
呈
、
優
良

経
理
担
当
者
表
彰
を
行
い
ま
し

た
。

▲信澤会長
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総会概要報告

貸借対照表 －平成２５年３月３１日現在－

○
高
崎
税
務
署
長
、
税
理
士

会
高
崎
支
部
長
が
祝
辞

　

ご
臨
席
い
た
だ
い
た
多
数
の

ご
来
賓
を
代
表
し
て
、
佐
藤
税

務
署
長
、
石
井
税
理
士
会
高
崎

支
部
長
よ
り
ご
祝
辞
を
頂
戴
し

ま
し
た
。

▼

石
井
支
部
長

▼

佐
藤
税
務
署
長

当年度 前年度 増減科        目

（単位：円）

Ⅰ　資産の部

　１．流動資産

普通預金

前払金

流動資産合計

  ２．固定資産

    (1) 基本財産

定期預金

        基本財産合計

    (2) 特定資産

社会貢献活動引当資産

周年行事引当資産

地区会・部会引当資産

退職給付引当資産

財政調整引当資産

特定資産合計

    (3) その他固定資産

什器備品

電話加入権

保証金

        その他固定資産合計

        固定資産合計

        資産合計

Ⅱ　負債の部

  １．流動負債

預り金

        流動負債合計

  ２．固定負債

退職給付引当金

        固定負債合計

        負債合計

Ⅲ　正味財産の部

  １．基金

        基金

  ２．指定正味財産

        指定正味財産合計

  ３．一般正味財産

    (1)代替基金

    (2)その他一般正味財産

        一般正味財産合計

        正味財産合計

        負債及び正味財産合計

4,740,371

7,221,443

11,961,814

7,000,000

7,000,000

700,125

4,562,415

5,715,093

3,307,538

2,500,000

16,785,171

62,763

155,784

2,299,000

2,517,547

26,302,718

38,264,532

305,925

305,925

3,307,538

3,307,538

3,613,463

0

0

0

34,651,069

34,651,069

34,651,069

38,264,532

4,722,462

7,056,488

11,778,950

8,312,287

8,312,287

500,000

4,561,198

6,795,883

2,906,837

2,500,000

17,263,918

62,763

155,784

2,299,000

2,517,547

28,093,752

39,872,702

275,466

275,466

2,906,837

2,906,837

3,182,303

0

0

0

36,690,399

36,690,399

36,690,399

39,872,702

17,909

164,955

182,864

△ 1,312,287

△ 1,312,287

200,125

1,217

△ 1,080,790

400,701

0

△ 478,747

0

0

0

0

△ 1,791,034

△ 1,608,170

30,459

30,459

400,701

400,701

431,160

0

0

0

△ 2,039,330

△ 2,039,330

△ 2,039,330

△ 1,608,170

◎
役
員
功
労
者
表
彰（
９
名
）

小
野
喜
一
（
高
崎
）
、
小
野
里

克
巳
（
高
崎
）
、
竹
中
隆
（
高

崎
）
、
矢
澤
敏
彦
（
高
崎
）
、
鳥

山
サ
カ
江
（
渋
川
）
、
戸
塚
宣

敏（
榛
名
）、高
橋
秀
樹（
伊
香

保
）
、
箕
輪
洋
（
新
町
）
、
白
井

博（
吉
井
）

◎
役
員
功
労
者
感
謝
状（
11
名
）

飯
野
茂（
高
崎
）、岸
眞
義（
高

崎
）、小
林
弘（
高
崎
）、丸
山
勲

（
高
崎
）、三
村
充
弘（
高
崎
）、

矢
代
孝
子
（
渋
川
）
、
布
施
隆

司
（
松
井
田
）
、
勝
野
昇
（
吉

岡
）、追
川
清（
倉
渕
）、星
野
光

男（
北
橘
）、新
井
宣
壽（
赤
城
）

◎
組
織
充
実

　

功
労
地
区
会
表
彰（
５
地
区
会
）

　

 [

５
年
連
続
70
％
台
維
持]

松
井
田
地
区
会
、
伊
香
保
地

区
会
、箕
郷
地
区
会
、榛
東
地

区
会

　

 [

70
％
台
達
成]

榛
名
地
区
会

◎
会
員
増
強
目
標
達
成
賞

（
２
地
区
会
１
支
部
）

榛
東
地
区
会
、吉
井
地
区
会
、

高
崎
地
区
会
塚
沢
支
部
、

◎
組
織
充
実
功
労
者
表
彰（
５
名
）

 [

会
員
増
強
功
労
５
社
以
上]

高
橋
正
光（
税
理
士
会
）、

中
野
隆
二（
税
理
士
会
）

 [

会
員
増
強
功
労
３
社
以
上]

竹
内
功
（
高
崎
）
、
横
田
貞
一

（
高
崎
）、小
林
明（
吉
井
）

◎
厚
生
制
度

推
進
功
労
者
感
謝
状（
５
名
）

堀
坂
恵
（
大
同
生
命
）
、
山
内

絹
子
（
大
同
生
命
）
、
田
野
内

正
喜
（
Ａ
Ｉ
Ｕ
）
、
斎
藤
秀
実

（
Ａ
Ｉ
Ｕ
）、代
田
晴
善（
Ａ
Ｆ

Ｌ
Ａ
Ｃ
）

◎
優
良
経
理
担
当
者
表
彰（
22
名
）

 [

特
別
表
彰]

浅
見
八
重
子
（
高
崎
）
、
設
楽

正
史（
高
崎
）、森
口
利
恵（
高

崎
）、富
田
左
知
子（
高
崎
）、蒲

原
真
澄（
高
崎
）、林
光
徳（
渋

川
）、吉
田
寛
子（
渋
川
）、竹
内

珠
代（
安
中
）、横
田
幸
子（
榛

名
）、加
藤
洋（
榛
名
）、原
田
和

典（
榛
名
）、津
久
井
有
紀（
箕

郷
）、髙
橋
智
子（
吉
井
）

 [

一
般
表
彰]

加
部
庸
子
（
高
崎
）
、
谷
口
祐

子（
高
崎
）、星
野
泉（
高
崎
）、

笹
沢
さ
ち
子
（
高
崎
）
、
星
野

真
由
美
（
渋
川
）
、
町
田
由
香

梨
（
渋
川
）
、
堀
口
惠
子
（
安

中
）
、
金
井
千
秋
（
榛
名
）
、
松

島
由
美（
吉
井
）

（
地
区
会
別
・
五
〇
音
順　

敬
称
略
）

表
彰
・
感
謝
状
受
賞
者
紹
介
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総会議案概略

平成２５年度収支予算書
－自平成２５年４月１日～至平成２６年３月３１日－

平成２４年度正味財産増減計算書
－自平成２４年４月１日～至平成２５年３月３１日－

当年度 前年度 増減科        目

（単位：円）

Ⅰ 一般正味財産増減の部 

 1.経常増減の部

 (1)経常収益

基本財産運用益

特定資産運用益

受取会費

事業収益

受取補助金等

受取負担金

雑収益

【経常収益計】

 (2)経常費用

事業費

（税の啓発活動費）

（税務経営支援事業）

（地域社会貢献事業）

（福利厚生制度推進事業）

（会員増強事業)

（会員支援事業)

（地区会・部会支援事業)

按分共通費用

管理費

【経常費用計】

【当期経常増減額】

 2.経常外増減の部

 (1)経常外収益

【経常外収益計】

 (2)経常外費用

【経常外費用計】

【当期経常外増減額】

【当期一般正味財産増減額】

【一般正味財産期首残高】

【一般正味財産期末残高】

Ⅱ 指定正味財産増減の部

受取補助金等

一般正味財産への振替額

【当期指定正味財産増減額】

【指定正味財産期首残高】

【指定正味財産期末残高】

Ⅲ 正味財産期末残高

2,801

2,043

30,951,000

913,500

16,635,089

8,445,930

1,414,740

58,365,103

52,248,297

6,810,809

180,650

2,356,200

0

94,080

658,682

22,675,760

19,472,116

8,156,136

60,404,433

△ 2,039,330

0

0

0

0

0

△ 2,039,330

36,690,399

34,651,069

14,820,200

14,820,200

0

0

0

34,651,069

3,204

2,383

31,717,895

884,000

16,693,600

8,892,000

1,533,573

59,726,655

54,766,848

6,546,474

0

4,120,716

249,002

56,725

812,702

23,568,630

19,412,599

7,326,107

62,092,955

△ 2,366,300

0

0

0

0

0

△ 2,366,300

39,056,699

36,690,399

14,909,700

14,909,700

0

0

0

36,690,399

△ 403

△ 340

△ 766,895

29,500

△ 58,511

△ 446,070

△ 118,833

△ 1,361,552

△ 2,518,551

264,335

180,650

△ 1,764,516

△ 249,002

37,355

△ 154,020

△ 892,870

59,517

830,029

△ 1,688,522

326,970

0

0

0

0

0

326,970

△ 2,366,300

△ 2,039,330

△ 89,500

△ 89,500

0

0

0

△ 2,039,330

当年度 前年度 増減科        目

（単位：円）

Ⅰ 一般正味財産増減の部 

 1.経常増減の部

 (1)経常収益

基本財産運用益

特定資産運用益

受取会費

事業収益

受取補助金等

受取負担金

雑収益

【経常収益計】

 (2)経常費用

事業費

（税の啓発活動費）

（税務経営支援事業）

（地域社会貢献事業）

（福利厚生制度推進事業）

（会員増強事業)

（会員支援事業)

（地区会・部会支援事業)

按分共通費用

管理費

【経常費用計】

【当期経常増減額】

 2.経常外増減の部

 (1)経常外収益

【経常外収益計】

 (2)経常外費用

【経常外費用計】

【当期経常外増減額】

【当期一般正味財産増減額】

【一般正味財産期首残高】

【一般正味財産期末残高】

Ⅱ 指定正味財産増減の部

受取補助金等

一般正味財産への振替額

【当期指定正味財産増減額】

【指定正味財産期首残高】

【指定正味財産期末残高】

Ⅲ 正味財産期末残高

                 

                 

5,000

5,000

31,000,000

930,000

16,660,000

10,345,000

1,460,000

60,405,000

57,530,470

7,463,000

423,000

4,881,000

190,000

475,000

600,000

21,762,000

21736470

7,319,530

64,850,000

△ 4,445,000

0

0

0

0

0

△ 4,445,000

32,507,000

28,062,000

15,160,000

15,160,000

0

0

0

28,062,000

                 

 

5,000

5,000

31,500,000

759,000

16,151,000

10,503,000

1,494,000

60,417,000

56,120,910

7,625,000

173,000

3,575,000

190,000

400,000

600,000

22,270,000

21,287,910

8,479,090

64,600,000

△ 4,183,000

0

0

0

0

0

△ 4,183,000

36,690,399

32,507,399

14,720,000

14,720,000

0

0

0

32,507,399

  

0

0

△ 500,000

171,000

509,000

△ 158,000

△ 34,000

△ 12,000

1,409,560

△ 162,000

250,000

1,306,000

0

75,000

0

△ 508,000

448,560

△ 1,159,560

250,000

△ 262,000

0

0

0

0

0

△ 262,000

△ 4,183,399

△ 4,445,399

440,000

440,000

0

0

0

△ 4,445,399
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平成２６年度 税制改正に関する提言
一般社団法人 高崎法人会

１
、は
じ
め
に

日
本
の
基
盤
で
あ
る
中
小
企
業

の
再
生
と
活
性
化
の
た
め
に

　

自
民
党
安
倍
政
権
下
の
い
わ

ゆ
る
ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス
に
よ
り
、大

き
く
舵
を
切
っ
た
日
銀
が
行
っ

た
異
次
元
の
金
融
緩
和
政
策
の

結
果
が
想
定
を
上
回
る
株
高
・

円
安
効
果
を
も
た
ら
し
、海
外

市
場
に
依
存
す
る
大
手
企
業
を

中
心
に
我
が
国
経
済
の
景
況
感

の
浮
揚
は
、マ
ス
コ
ミ
効
果
も
あ

り
一
気
に
広
が
り
つ
つ
あ
る
。

　

し
か
し
、我
が
国
は
、重
要
な

基
盤
と
な
る
資
源
を
海
外
に
依

存
し
て
い
る
た
め
、
急
速
な
円

安
で
、
企
業
に
と
っ
て
は
原
材

料
等
の
輸
入
物
資
の
高
騰
を
招

い
て
い
る
。
毎
日
の
食
卓
に
あ

が
る
冷
凍
食
品
、
小
麦
等
々
輸

入
に
頼
っ
た
生
活
物
資
の
ほ
と

ん
ど
は
値
上
が
り
し
て
い
る

が
、給
与
等
は
上
が
ら
ず
、中
小

企
業
に
お
い
て
は
、
価
格
転
換

も
で
き
ず
に
置
き
去
り
に
さ
れ

て
い
る
側
面
を
忘
れ
て
は
な
ら

な
い
。

　

ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス
に
よ
る
景
況

感
と
は
裏
腹
に
、
わ
が
国
の
財

政
状
況
や
中
小
企
業
が
置
か
れ

る
厳
し
い
状
況
は
変
わ
っ
て
い

な
い
。
原
発
事
故
に
伴
う
環
境

汚
染
や
瓦
礫
処
分
等
東
日
本
大

震
災
の
復
旧･

復
興
の
問
題
、消

費
税
の
増
税
や
、
厳
し
さ
が
続

く
雇
用
情
勢
な
ど
問
題
は
山
積

み
で
、今
後
の
景
気
動
向
は
、依

然
と
し
て
予
断
は
許
さ
れ
な
い

状
態
で
あ
る
。

　

経
済
の
停
滞
に
追
い
討
ち
を

か
け
る
よ
う
な
少
子
高
齢
化
、

人
口
減
少
が
到
来
し
つ
つ
あ

り
、歳
出
・
歳
入
両
面
か
ら
の
改

革
を
通
じ
た
財
政
健
全
化
は
喫

緊
の
課
題
で
あ
る
。

　

こ
の
景
況
感
を
バ
ブ
ル
経
済

に
す
る
の
で
は
な
く
実
態
の

伴
っ
た
形
で
、
日
本
の
基
盤
で

あ
る
中
小
企
業
の
再
生
と
活
性

化
に
つ
な
げ
る
べ
き
で
あ
る
。

地
域
経
済
・
中
小
企
業
の
再
興

は
、
国
の
存
亡
に
か
か
わ
る
こ

と
で
あ
り
、
中
小
企
業
や
そ
こ

で
働
く
人
々
に
満
足
な
利
益
や

　

高
崎
法
人
会
・
税
制
委

員
会
で
は
会
員
の
声
を
基

に
平
成
26
年
度
向
け
税
制

改
正
に
関
す
る
提
言
を
取

り
纏
め
ま
し
た
。

　

こ
の
提
言
は
、
群
馬
県

法
人
会
連
合
会
、
全
国
法

人
会
総
連
合
を
経
て
、
全

国
１
０
０
万
社
の
法
人
会

会
員
企
業
の
声
と
し
て
取

り
纏
め
ら
れ
ま
す
。

（
な
お
、
全
法
連
が
取
り

纏
め
た
提
言
は
次
号
に
掲

載
い
た
し
ま
す
。）

　

ま
た
、
高
崎
法
人
会
税

制
委
員
会
で
は
、
会
員
の

皆
様
の
税
制
に
関
す
る
ご

意
見
等
を
随
時
募
集
し
て

お
り
ま
す
。
高
崎
法
人
会

事
務
局
ま
で
Ｆ
Ａ
Ｘ
ま
た

は
郵
便
で
お
寄
せ
下
さ
い
。

収
入
が
な
け
れ
ば
、
増
税
や
安

定
し
た
社
会
保
障
な
ど
の
議
論

は
で
き
な
い
は
ず
で
あ
る
。
地

域
経
済
の
再
興
、
中
小
企
業
の

再
生
・
活
性
化
こ
そ
が
、日
本
経

済
の
再
生
・
活
性
化
に
つ
な
が

り
、
増
税
や
安
定
し
た
社
会
保

障
を
受
け
入
れ
る
社
会
と
成
り

得
る
。

　

そ
の
上
で
、公
平
・
中
立
か
つ

簡
素
な
税
制
に
速
や
か
に
移
行

し
、
努
力
し
た
人
が
報
わ
れ
る

税
制
、
真
面
目
な
納
税
者
が
評

価
さ
れ
、
尊
敬
さ
れ
る
社
会
を

つ
く
る
べ
き
で
あ
る
。

２
、総
論　

（
１
）行
財
政
改
革

　

厳
し
い
経
済
状
況
に
あ
る
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
国
民
に
は
震

災
復
興
と
社
会
保
障
制
度
の
財

源
確
保
の
た
め
に
は
負
担
増
も

や
む
な
し
と
の
考
え
方
も
あ
る

が
、こ
れ
は
国
・
地
方
に
お
い
て

ぎ
り
ぎ
り
ま
で
行
財
政
改
革
が

行
わ
れ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て

い
る
。

　

し
か
し
、改
革
の
取
組
み
は

極
め
て
不
十
分
で
あ
る
。国
民
に

痛
み
を
求
め
る
前
に「
ま
ず
隗

よ
り
始
め
よ
」の
認
識
の
下
、自

ら
身
を
削
る
覚
悟
を
明
確
に
示

す
こ
と
が
出
発
点
と
な
ろ
う
。

　

直
ち
に
、
以
下
の
諸
施
策
に

つ
い
て
期
限
を
定
め
て
改
革
を

断
行
す
る
よ
う
求
め
る
。

①
国
・
地
方
に
お
け
る
議
員
定

数
の
削
減
、歳
費
の
抑
制

②
国
・
地
方
公
務
員
の
人
員
削

減
、人
件
費
の
抑
制

③
特
別
会
計
と
独
立
行
政
法
人

な
ど
の
見
直
し
に
よ
る
無
駄

の
削
減

④
民
間
活
力
を
阻
害
す
る
各
種

規
制
を
改
廃
し
、
民
間
に
で

き
る
こ
と
は
民
間
に
任
せ
成

長
に
つ
な
げ
る
。

⑤
既
得
権
益
構
造
に
根
ざ
す

『
官
』か
ら『
民
』へ
の
天
下
り

人
事
等
の
禁
止

（
２
）安
定
し
た

社
会
保
障
制
度
の
確
立

　

国
、
地
方
を
通
じ
て
徹
底
し

た
行
政
改
革
の
推
進
を
実
行
し

つ
つ
、
国
民
に
安
心
を
与
え
る

社
会
保
障
制
度
を
確
立
す
べ
き

で
あ
る
。

　

財
源
等
に
つ
い
て
は
、
広
く

平
成
26
年
度 

税
制
改
正
に
関
す
る
提
言
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国
民
で
負
担
す
べ
き
事
で
あ
る

が
、
担
税
能
力
等
に
も
配
慮
す

べ
き
で
あ
る
し
、
増
税
に
つ
い

て
は
、
政
府
が
信
頼
に
値
す
る

か
否
か
が
鍵
と
な
る
。
信
頼
を

取
り
戻
す
に
は
、議
員
及
び
官
・

行
政
組
織
が
、
国
民
の
付
託
に

応
え
る
改
革
を
断
行
す
る
事
に

つ
き
る
。

３
、各
論　

「
法
人
税
関
係
」に
つ
い
て

（
１
）定
期
同
額
給
与
の
原
則
の
廃
止

　

会
社
役
員
に
対
す
る
報
酬
が

定
期
同
額
の
原
則
か
ら
外
れ
た

支
払
い
が
認
め
ら
れ
な
い
の
は

不
合
理
な
の
で
、
役
員
給
与
の

損
金
不
算
入
の
規
則
を
改
め
、

定
期
同
額
給
与
の
原
則
を
廃
止

す
る
こ
と
。

　

役
員
給
与
の
本
質
は
職
務
執

行
の
対
価
で
あ
る
か
ら
、
恣
意

性
の
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
損

金
算
入
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
考
え
る
。

（
２
）法
人
所
得
課
税

　

産
業
の
空
洞
化
を
防
ぎ
、か
つ

国
内
の
雇
用
確
保
と
経
済
活
性

化
に
資
す
る
た
め
、法
人
課
税

実
行
税
率
を
引
き
下
げ
る
こ
と
。

（
３)

中
小
企
業
の
法
人
税
率
の

軽
減

　

大
企
業
と
は
環
境
の
異
な
る

中
小
企
業
で
あ
る
が
ゆ
え
、

①
現
行
８
百
万
円
の
軽
減
税
率

適
用
所
得
金
額
を
４
千
万
円

程
度
に
引
き
上
げ
、
現
在

15
％(

時
限
的)

の
軽
減
税
率

を
更
に
一
段
と
引
き
下
げ
る
。

②
最
高
税
率
も
国
際
競
争
力
強

化
策
と
し
て
、
近
隣
諸
国
並

み
の
法
人
実
効
税
率
に
引
き

下
げ
る
。

③
中
小
企
業
が
元
気
の
出
る
税

制
に
す
べ
き
で
あ
る
。

（
４
）不
良
債
権
の
損
金
算
入

　

不
良
債
権
の
実
態
に
応
じ
、

最
大
99
％
ま
で
の
損
金
算
入
を

認
め
る
べ
き
で
あ
る
。

（
５
）冠
婚
葬
祭
費
等

　

社
会
通
念
上
、
通
常
必
要
と

さ
れ
る
冠
婚
葬
祭
費
等
に
際
し

て
支
出
す
る
祝
金
・
香
典
・
花
輪

等
は
中
小
企
業
に
と
っ
て
は
広

告
費
的
要
素
が
強
い
の
で
損
金

算
入
を
認
め
る
べ
き
で
あ
る
。

　

ま
た
、
そ
の
支
出
の
目
的
に

応
じ
て
社
会
通
念
上
必
要
と
認

め
ら
れ
る
祝
い
金
、
香
典
等
又

は
受
領
者
側
で
益
金
に
計
上
さ

れ
る
事
に
よ
っ
て
二
重
課
税
と

な
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
交
際

費
課
税
の
範
囲
か
ら
除
外
す
べ

き
で
あ
る
。

　

な
お
、
８
０
０
万
円
ま
で
の

交
際
費
の
全
額
損
金
算
入(

平

成
25
年
４
月
１
日
か
ら
平
成
26

年
３
月
31
日)

は
、引
き
続
き
継

続
し
た
措
置
が
妥
当
で
あ
る
。

「
事
業
承
継
関
係
」に
つ
い
て

（
６
）相
続
税

　

努
力
し
た
人
が
報
わ
れ
、
承

継
者
が
意
欲
を
持
っ
て
事
業
承

継
が
出
来
る
よ
う
に
す
る
た

め
、
事
業
承
継
に
関
わ
る
事
業

承
継
者(

相
続
人)
の
相
続
税
の

軽
減
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

　

特
に
、
事
業
に
使
用
し
て
い

る
土
地
は
事
業
運
営
の
根
幹
を

な
す
も
の
で
あ
り
、
農
業
相
続

人
の
特
例
農
地
並
み
の
評
価
と

す
る
こ
と
。

（
７
）事
業
承
継
税
制

　

新
た
な
事
業
承
継
税
制
が
創

設
さ
れ
た
が
、
要
件
等
が
硬
直

的
で
あ
る
為
、
適
用
し
に
く
い

の
で
、
実
態
に
即
し
た
要
件
設

備
が
必
要
で
あ
る
。

　

欧
州
主
要
国
で
は
相
続
税
体

系
は
多
様
な
が
ら
、
事
業
承
継

税
制
を
優
先
さ
せ
る
考
え
方
は

一
致
し
て
い
る
。
わ
が
国
で
も

中
小
企
業
の
活
性
化
を
目
的
に

「
事
業
用
資
産
を
一
般
資
産
と

区
分
し
、
事
業
用
資
産
の
課
税

を
軽
減
又
は
免
除
す
る
」
本
格

的
な
事
業
承
継
税
制
の
創
設
を

求
め
る
。

（
８
）事
業
承
継
時
の
未
上
場

株
式
の
評
価
方
法
に
つ
い
て

　

中
小
企
業
の
未
上
場
株
式
の

評
価
方
法
を
見
直
す
べ
き
で
あ

る
。
経
営
権
の
安
定
し
た
承
継

の
た
め
に
も
「
払
い
込
み
金
額

に
よ
る
評
価
（
旧
額
面
）
」
と
す

べ
き
で
あ
る
。

（
９
）相
続
・
贈
与
に
よ
る
取
得

資
産
の
取
得
価
格
に
つ
い
て

　

相
続
人
や
贈
与
を
受
け
た
者

が
相
続
、
贈
与
に
よ
っ
て
取
得

し
た
資
産
（
土
地
・
建
物
・
有
価

証
券
他
）の
取
得
価
格
は
、相
続

税
、
贈
与
税
を
計
算
し
た
時
点

の
評
価
額
と
す
べ
き
で
あ
る
。

「
そ
の
他
」

（
10
）消
費
税

　

中
小
企
業
者
に
と
っ
て
、
短

期
間
で
税
率
を
上
げ
る
こ
と
は

過
重
な
費
用
と
事
務
の
負
担
を

さ
せ
る
こ
と
に
な
る
た
め
一
定

の
救
済
措
置
が
必
要
で
あ
る
。

　

特
に
、取
引
相
手
か
ら
、仕
入

代
金
の
減
額
、買
い
た
た
き
、購

入
の
強
制
等
、
増
税
分
を
適
正

に
価
額
に
転
嫁
で
き
な
い
こ
と

の
無
い
よ
う
、
必
要
に
応
じ
た

監
視
や
措
置
が
求
め
ら
れ
る
。

　

今
後
、
消
費
税
制
度
の
充
実

と
信
頼
を
確
保
し
て
い
く
た
め

に
は
、
一
層
の
課
税
の
適
正
化

に
向
け
た
取
組
み
が
求
め
ら
れ

る
。そ
の
た
め
、簡
易
課
税
の
み

な
し
仕
入
率
や
事
業
者
免
税
点

制
度
な
ど
に
関
し
て
も
再
度
検

討
す
る
必
要
が
あ
る
。

（
11
）二
重
課
税
の
廃
止

　

酒
税
・
ガ
ソ
リ
ン
税
と
消
費
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税
等
、二
重
課
税
は
、速
や
か
に

廃
止
す
べ
き
で
あ
る
。

（
12
）個
人
所
得
税

　

累
進
税
率
区
分
や
諸
控
除
の

見
直
し
、均
等
割
の
創
設
等
、個

人
所
得
課
税
を
抜
本
的
に
見
直

す
べ
き
で
あ
る
。

（
13
）年
金
課
税
の
廃
止

　

老
後
の
安
定
の
た
め
の
年
金

で
あ
る
。
老
後
の
生
活
保
障
を

自
助
努
力
に
頼
る
面
は
多
い

が
、
更
に
年
金
に
課
税
さ
れ
た

の
で
は
何
の
為
の
年
金
か
。
年

金
課
税
を
速
や
か
に
廃
止
す
べ

き
で
あ
る
。

（
14
）少
子
化
対
策

　

少
子
化
対
策
と
し
て
、
結
婚

や
出
産
に
対
す
る
税
制
上
の
支

援
策
を
創
設
す
べ
き
で
あ
る
。

（
15
）印
紙
税
の
廃
止

　

現
在
の
経
済
取
引
は
、
事
務

処
理
の
機
械
化
、
取
引
形
態
の

変
化
に
よ
り
作
成
さ
れ
る
文
書

の
形
式
や
内
容
が
変
化
し
、
電

子
決
済
、
ペ
ー
パ
ー
レ
ス
化
等

が
進
み
、
電
子
契
約
等
は
非
課

税
で
あ
る
こ
と
な
ど
、
文
書
課

税
と
し
て
の
印
紙
税
に
は
不
合

理
・
不
公
平
な
現
象
が
生
じ
て

い
る
。

　

大
企
業
と
下
請
け
構
造
と

な
っ
て
い
る
中
小
零
細
企
業
間

で
は
発
注
側
と
受
注
側
で
は
取

引
文
書
の
取
扱
い
に
よ
り
課
税

に
大
き
な
偏
り
が
生
じ
て
お

り
、公
平
・
中
立
性
に
欠
け
る
。

　

ま
た
、
印
紙
税
は
、
所
得
、
資

産
の
保
有
、
消
費
の
い
ず
れ
に

も
該
当
せ
ず
、
そ
の
点
で
も
特

異
で
あ
り
、
時
代
錯
誤
的
な
税

目
と
な
っ
て
お
り
、
印
紙
税
は

廃
止
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

「
地
方
税
関
係
」に
つ
い
て

（
16
）固
定
資
産
税
の
見
直
し

　

全
国
的
に
地
価
が
下
落
し
て

い
る
実
勢
か
ら
見
て
、
税
負
担

が
重
い
。早
期
に
固
定
資
産
税
、

都
市
計
画
税
の
抜
本
的
な
見
直

し
を
実
現
し
て
ほ
し
い
。

　

ま
た
、
時
価
の
算
定
は
収
益

還
元
方
式
を
重
視
し
て
算
定
を

見
直
す
よ
う
に
改
め
る
べ
き
で

あ
る
。

（
17
）事
業
所
税

①
事
業
所
税
は
固
定
資
産
税
と

二
重
課
税
的
な
性
格
を
有
す

る
こ
と
か
ら
廃
止
を
求
め

る
。

②
中
核
都
市
（
人
口
30
万
人
以

上
）等
だ
け
に
課
税
さ
れ
、課

税
対
象
と
な
る
基
準
等
が
不

平
等
で
あ
る
た
め
廃
止
を
求

め
る
。

（
18
）外
形
標
準
課
税

　

経
済
の
波
を
か
ぶ
り
や
す
い

中
小
零
細
企
業
に
は
大
き
な
負

担
増
と
な
る
外
形
標
準
課
税
は

資
本
金
１
億
円
以
下
の
企
業
に

は
課
税
す
べ
き
で
は
な
い
。

「
電
子
申
告
・
電
子
納
税
」
に
つ

い
て

（
19
）
ｅ

－

Ｔ
ａ
ｘ
（
イ
ー
タ
ッ

ク
ス
）と
ｅ
Ｌ

－

Ｔ
Ａ
Ｘ（
エ
ル

タ
ッ
ク
ス
）

①
既
得
権
益
と
な
っ
て
い
る
省

庁
間
の
垣
根
を
取
り
払
い
、

国
税
と
地
方
税
を
同
じ
シ
ス

テ
ム
で
電
子
申
告
・
納
税
で

き
る
よ
う
に
、
ｅ

－

Ｔ
ａ
ｘ

と
ｅ
Ｌ

－

Ｔ
Ａ
Ｘ
の
規
格
を

統
一
す
べ
き
で
あ
る
。

②
さ
ら
な
る
利
用
促
進
に
向
け

て
、
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
と
し

て
の
法
人
・
個
人
に
対
す
る

恒
常
的
な
税
額
控
除
制
度
等

の
創
設
を
求
め
る
。

「
共
通
番
号
制
度
」に
つ
い
て

(

20)

共
通
番
号
制
度

　

共
通
番
号
制
度
は
、
ド
イ
ツ

で
は
人
格
権
の
侵
害
の
認
識
で

不
採
用
、
イ
ギ
リ
ス
で
は
人
権

侵
害
な
ど
を
理
由
に
廃
止
（
２

０
１
０
年
）
等
さ
れ
て
い
る
制

度
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
た
う

え
で
、
公
平
で
効
率
の
良
い
社

会
保
障
制
度
の
基
盤
と
し
て
、

納
税
や
年
金
、
医
療
な
ど
に
関

す
る
手
続
き
の
簡
素
化
、
事
務

の
効
率
化
に
よ
る
行
政
コ
ス
ト

の
削
減
な
ど
に
つ
な
げ
、
行
き

過
ぎ
た
管
理
社
会
・
管
理
国
家

に
な
ら
な
い
こ
と
を
望
む
。

　

ま
た
、
デ
ー
タ
の
漏
え
い
や

シ
ス
テ
ム
の
管
理
等
、
徹
底
し

た
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
対
策
が
必
要

で
あ
る
。

平成２６年度 税制改正に関する提言
一般社団法人 高崎法人会

ご入会をご希望の方は法人会事務局まで
お問い合わせください。

法人会は「健全な経営」「正しい納税」「社会貢献」をテーマに
活動をすすめる全国１００万社の、会員組織です。

会　員
募集中

社団法人高崎法人会　事務局
　TEL：027-363-4526
　http://www.takasaki-hojinkai.com/



群
馬
県
総
合
表
彰

信
澤　
　

卓

　

皆
様
の
法
人
会
活
動
へ
の
ご

理
解
と
ご
協
力
に
よ
り
こ
の

度
、高
崎
法
人
会
会
長
と
し
て
、

税
務
分
野
に
て
群
馬
県
総
合
表

彰
を
頂
戴
す
る
こ
と
が
出
来
ま

し
た
。
今
後
も
会
員
皆
様
の
期

待
に
応
え
る
べ
く
、
会
の
発
展

と
社
会
貢
献
に
取
り
組
ん
で
参

る
所
存
で
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、

変
わ
ら
ぬ
ご
理
解
と
ご
協
力
を

お
願
い
い
た
し
ま
す
。

会長
信澤工業㈱
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春の表彰等受賞者紹介

春
の
表
彰
等
受
賞
者
紹
介

（　
　
　
　

  　
　
　
　
　
　
　

）

表
彰
等
の
栄
誉
に
浴
さ
れ
た
役
員
の
皆
様
を

ご
紹
介
い
た
し
ま
す
。（
敬
称
略
・
順
不
同
）

県

法

連

功

労

者

表

彰

萩
原　

義
人

参事
榛名木材工業㈱

城
田　
　

進

群馬地区会理事
㈲ビルメン群馬

南　
　
　

篤

榛東地区会顧問
南榛工業㈱

嶋
方　

徳
郎

副会長
広報委員長
㈱テクノアート

市
川　
　

悟

理事
高崎地区会倉賀野支部長

ＩＰＦ㈱

豊
泉　

幸
雄

理事
高崎地区会中央支部長

㈱豊田園

今
成　

克
之

理事
今成運送㈱

全
法
連
功
労
者
表
彰

信
澤　
　

卓

会長
信澤工業㈱

立
見　

壽
士

副会長
活性化委員長

㈲立見労務管理事務所

兵
藤　

和
男

理事
子持地区会長
㈱兵藤工務店

静　
　

朋
人

参事
㈱並木

会員企業をサポートする会員企業をサポートする

ＡＡ ＩＩ ＵのリスクソリューションＵのリスクソリューション

企業防衛・福利厚生目的に法人会のビジネスガードシリーズ

お問い合わせ先

Ａ Ｉ Ｕ 損害保険株式会社 群馬支店
〒371-0805 群馬県 前橋市南町3-9-5 大同生命前橋ﾋﾞﾙ 6F
代表：０２７－２２３－５７７１ ＦＡＸ：０２７－２２３－６０９４
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経営のヒント
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小学生の税に関する絵はがきコンクール

第４回小学生の税に関する
絵はがきコンクール

女性部会

このコンクールは、法人会の租税教育活動の一環とし

て、高崎税務署管内の小学六年生を対象に行われ、応募

総数 1,343点の中から、30点の作品が入賞しました。入

賞作品は確定申告会場前に展示しましたが、応募いただ

いた作品は下記の場所で夏休み期間を利用し展示いた

します。

　◆高崎市役所　◆渋川市役所　◆安中市文化センター

（平成24年度卒業生の作品）

優秀賞作品（６点）

高崎市立北小学校６年　筒　井　聖　士 くん

高崎市立吉井小学校６年　湯　浅　玲　奈 さん高崎市立上郊小学校６年　大　田　み　ほ さん

安中市立臼井小学校６年
猿　谷　拓　海 さん

高崎市立南八幡小学校６年
石　坂　真　由 さん

高崎市立寺尾小学校６年
徳　井　莉　子 さん
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法人会会員企業にお勤めの皆様には、お一人からでも集団取扱の割安な保険料でご加入いただけます。

群馬支社
〒370-0841　高崎市栄町16-11　高崎イーストタワー13Ｆ

法人会フリーダイヤル 0120-876-505

■引受保険会社（お問い合わせ先）

がん保険なら 医療保険なら

　

女
性
部
会
（
鈴
木
ヒ
ロ
ミ
部

会
長
）
は
、
六
月
二
十
日
、
マ

リ
エ
ー
ル
高
崎
に
お
い
て
、
定

時
総
会
を
開
催
し
ま
し
た
。

　

第
一
部
の
定
時
総
会
は
、
多

数
の
ご
来
賓
と
本
会
役
員
、
部

会
員
合
わ
せ
約
九
十
名
が
出
席

し
て
行
わ
れ
、
次
の
議
案
が
原

案
通
り
承
認
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

○
議
案
第
一
号　

二
十
四
年
度

収
支
決
算
承
認
の
件

○
議
案
第
二
号　

任
期
満
了
に

伴
う
役
員
改
選
の
件

任
期
満
了
に
伴
う
役
員
改
選
で

は
、
再
任
・
新
任
含
め
四
十
五

名
の
理
事
と
三
名
の
監
事
の
就

任
が
承
認
可
決
さ
れ
、
部
会
長

に
宮
田
麻
子
さ
ん
（
高
崎
）、

副
部
会
長
に
岩
井
加
代
子
さ
ん

（
高
崎
）、鳥
山
サ
カ
江
さ
ん（
渋

川
）、武
井
恭
子
さ
ん
（
安
中
）、

塚
越
裕
子
さ
ん
（
伊
香
保
）
福

　

青
年
部
会
（
広
瀬
雅
美
部
会

長
）
は
、
六
月
十
九
日
㈬
、
高

崎
ビ
ュ
ー
ホ
テ
ル
に
お
い
て
平

成
二
十
五
年
度
定
時
総
会
を
開

催
し
ま
し
た
。

　

総
会
は
ご
来
賓
と
部
会
員
他

を
含
め
、七
十
五
名
が
出
席
し
、

次
の
議
案
が
原
案
ど
お
り
承
認

可
決
さ
れ
ま
し
た
。

○
議
案
第
一
号　

24
年
度
収
支

決
算
承
認
の
件

○
議
案
第
二
号　

任
期
満
了
に

伴
う
役
員
改
選
の
件

　

任
期
満
了
に
伴
う
役
員
改
選

で
は
、
再
任
・
新
任
含
め
三
十

九
名
の
理
事
と
三
名
の
監
事
の

就
任
が
承
認
可
決
さ
れ
、
部
会

長
に
川
鍋
太
志
氏
（
高
崎
）、

副
部
会
長
に
靜
朋
人
氏
（
安

中
）、
関
口
朋
克
氏
（
高
崎
）、

塚
越
正
浩
氏
（
伊
香
保
）、
清

水
公
氏
（
榛
東
）
の
五
名
を
選

任
し
ま
し
た
。

　

総
会
講
演
会
は
、
一
般
財
団

法
人
群
馬
経
済
研
究
所
専
務
理

事
の
朝
倉
雅
彦
氏
を
お
招
き

し
、「
ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス
と
群
馬

経
済
」
の
演
題
で
ご
講
演
い
た

だ
き
ま
し
た
。

　

そ
の
後
、
交
流
会
を
行
い
、

参
加
者
相
互
の
交
流
を
深
め
ま

し
た
。

田
洋
子
さ
ん
（
吉
岡
）
が
選
任

さ
れ
ま
し
た
。

　

第
二
部
は
、
群
馬
県
立
女
子

大
学　

教
授　

熊
倉
浩
靖
氏
に

『
東
国
文
化
と
高
崎
』
と
題
し
、

ご
講
演
を
い
た
だ
き
、
群
馬
の

歴
史
を
興
味
深
く
学
び
ま
し
た
。

　

第
三
部
の
交
流
会
で
は
、
鈴

木
部
会
長
の
退
任
挨
拶
、
退
任

正
副
部
会
長
へ
の
花
束
贈
呈
が

行
わ
れ
ま
し
た
。
そ
の
後
、
賑

や
か
に
交
流
会
は
進
み
、
最
後

に
は
、Ｎ
Ｈ
Ｋ
被
災
地
復
興
応

援
ソ
ン
グ
「
花
は
咲
く
」
を
参

加
者
全
員
で
合
唱
し
お
開
き
と

な
り
ま
し
た
。

部会だより

女性部会

平
成
二
十
五
年
度　

定
時
総
会
を
開
催

新
部
会
長
に

　　

宮
田
麻
子
さ
ん
を
選
任

青年部会

～
平
成
二
十
五
年
度
定
時
総
会
～

新
部
会
長
に
川
鍋
氏
を
選
任

新部会長
宮田麻子さん

新部会長　川鍋太志氏新部会長　川鍋太志氏
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地区会だより

「
フ
ェ
ス
タ
『
大
江
戸
』

　
　
　

 　

in
あ
ん
な
か
」
開
催

安中安中

和
風
の
工
夫
を
凝
ら
し
た
企
画

で
地
域
を
盛
り
上
げ
ま
し
た
。

　

夏
を
間
近
に
感
じ
る
五
月
晴

れ
の
陽
気
の
中
、
老
若
男
女
多

く
の
人
の
笑
顔
が
あ
ふ
れ
、
地

域
の
活
性
化
を
感
じ
取
る
こ
と

の
で
き
た
イ
ベ
ン
ト
で
し
た
。

　

み
な
さ
ん
も
来
年
は
ぜ
ひ
ご

家
族
ご
友
人
お
誘
い
あ
わ
せ
の

上
遊
び
に
い
ら
し
て
、
安
中
市

の
魅
力
を
感
じ
と
っ
て
い
た
だ

け
た
ら
と
思
い
ま
す
。

黒
井
峯
遺
跡

子持子持

の
が
ぞ
く
ぞ
く
と
見
つ
か
り
ま

し
た
。

　

古
墳
時
代
の
村
が
、
ご
く
細

か
い
と
こ
ろ
ま
で
、
そ
れ
も
立

体
的
に
わ
か
っ
て
き
た
の
で

す
。

　

ま
さ
に「
日
本
の
ポ
ン
ペ
イ
」

と
し
て
全
国
の
注
目
を
浴
び
た

黒
井
峯
遺
跡
は
、
平
成
３
年
に

国
の
史
跡
に
指
定
さ
れ
ま
し

た
。

　

渋
川
市
北
牧
に
あ
る
子
持
中

学
校
の
ま
わ
り
一
帯
が
黒
井
峯

遺
跡
。

　

今
は
子
持
地
区
特
産
の
こ
ん

に
ゃ
く
を
栽
培
す
る
畑
が
広

が
っ
て
い
る
だ
け
で
す
が
、
昭

和
57
年
に
榛
名
山
が
噴
火
し
、

吹
き
出
さ
れ
た
軽
石
に
す
っ
ぽ

り
埋
ま
っ
て
い
た
１
５
０
０
年

前
の
村
が
見
つ
か
り
、
日
本
中

を
驚
か
せ
た
遺
跡
で
す
。

　

厚
く
積
も
っ
た
軽

石
を
取
り
除
く
と
、

竪
穴
式
住
居
は
も
ち

ろ
ん
、
穴
を
掘
り
こ

ま
ず
に
、
壁
を
め
ぐ

ら
し
て
屋
根
を
か
け

た
平
地
式
の
住
居
や

倉
庫
、
牛
や
馬
を

飼
っ
て
い
た
家
畜
小

屋
も
見
つ
か
り
ま
し

た
。

　

建
物
を
取
巻
く
垣

根
や
道
、
苗
代
、
祭

り
を
行
っ
た
跡
も
見

ら
れ
、
そ
れ
ま
で
の

遺
跡
で
は
見
る
こ
と

の
出
来
な
か
っ
た
も

　

㈳
安
中
青
年
会
議
所
主
催

「
フ
ェ
ス
タ
『
大
江
戸
』
in
あ

ん
な
か
」
が
平
成
25
年
５
月
12

日
（
日
）
に
実
施
さ
れ
ま
し
た
。

　

毎
年
５
月
の
第
２
日
曜
日
に

開
催
さ
れ
る
安
中
市
の
代
表
行

事
で
あ
る
「
安
政
遠
足
侍
マ
ラ

ソ
ン
」
と
同
時
開
催
さ
れ
る
イ

ベ
ン
ト
で
、
安
政
遠
足
侍
マ
ラ

ソ
ン
に
ラ
ン
ナ
ー
と
し
て
参
加

す
る
方
以
外
の
市
内
外
の
方
に

も
、
安
中
市
の
魅
力
を
感
じ
て

い
た
だ
け
る
も
の
と
な
っ

て
い
ま
す
。

　

当
日
は
安
政
遠
足
侍
マ

ラ
ソ
ン
の
ス
タ
ー
ト
を
見

送
っ
た
後
に
、
武
家
長
屋

付
近
の
道
路
が
歩
行
者
天

国
と
な
り
、
地
域
を
盛
り

上
げ
る
市
内
各
種
団
体
の

縁
日
風
の
露
店
が
出
店
し
、

わ
ら
じ
飛
ば
し
大
会
、
安

中
か
る
た
大
会
、
市
内
の

保
育
園
児
た
ち
の
和
太
鼓

演
奏
、Ｊ
Ｃ
戦
隊
江
戸
レ
ン

ジ
ャ
ー
シ
ョ
ー
な
ど
、
安
政

遠
足
侍
マ
ラ
ソ
ン
と
同
時

開
催
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、

黒井峯遺跡発掘・調査風景黒井峯遺跡発掘・調査風景黒井峯遺跡発掘・調査風景

ＪＣ戦隊江戸レンジャーショーＪＣ戦隊江戸レンジャーショーＪＣ戦隊江戸レンジャーショー

有限会社
MAKE HAPPY by SMILE OFFICE

群馬県高崎市新保町 163 番地 

TEL.027-360-5888 FAX.027-360-5858

経営計画をつくり「先を見せる」会社です
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会員企業紹介

ご来店・お電話お待ちしております。

（アメリカンファミリー生命）

問屋街

ヤオコー

至高崎駅

北高崎駅

N

http://www.idasogo.co.jp
master@idasogo.co.jp

高　崎

三
山
鋼
機　

株
式
会
社

三
山
鋼
機　

株
式
会
社

会
員
企
業
紹
介

一
、
所
在
地

高
崎
市
大
八
木
町
九
五
一

－

二

℡
〇
二
七

－

三
六
一

－

九
一
二
三

二
、
事
業
概
要
・
会
社
Ｐ
Ｒ

　

当
社
は
昭
和
十
一
年
に
株

式
会
社
三
山
鉄
工
所
と
し
て

発
足
し
、
昭
和
十
三
年
十
一

月
三
山
鋼
機
株
式
会
社
と
組

織
を
改
め
、「
信
用
と
サ
ー

ビ
ス
」
を
モ
ッ
ト
ー
に
、
一

般
産
業
機
械
の
設
計
及
び
製

造
を
主
に
、
時
代
の
ニ
ー
ズ

に
対
応
し
た
分
野
で
、
自
動

化
・
省
力
化
・
ロ
ボ
ッ
ト
化

に
シ
ス
テ
ム
で
貢
献
す
べ
く
、

設
計
、
機
械
加
工
、
製
缶
加

工
を
駆
使
し
て
、
そ
の
目
的

達
成
に
努
力
し
て
い
ま
す
。

業
務
内
容
①

圧
力
容
器
（
タ
ン
ク
）、
鉄

骨
構
造
物
、
配
管
、
集
塵
ダ

ク
ト
、
化
学
プ
ラ
ン
ト
機
械

（
コ
ン
ベ
ア
等
）
、
食
品
プ

ラ
ン
ト
機
械
（
コ
ン
ベ
ア
、

ポ
ッ
パ
ー
）、
一
般
産
業
用

機
械
、
建
築
設
備
の
設
計
、

製
作
、
据
付
、
修
理
に
関
す

る
業
務

業
務
内
容
②

橋
梁
（
橋
、
歩
道
橋
、
水
管

橋
等
）、
ク
レ
ー
ン
、
水
門
、

ゲ
ー
ト
、ダ
ク
ト
等
の
製
作
、

据
付
お
よ
び
処
理
場
等
の
修

理
に
関
す
る
業
務

代表取締役

金井　浩

伊香保

有
限
会
社 

ホ
テ
ル
き
む
ら

会
員
企
業
紹
介

一
、
所
在
地

渋
川
市
伊
香
保
町
伊
香
保

五
五
七

－

三
二

℡
〇
二
七
九

－

七
二

－

三
三
三
三

二
、
事
業
概
要
・
会
社
Ｐ
Ｒ

　

明
治
四
〇
年
石
段
街
に

「
木
村
屋
利
平
」
と
し
て
創

業
、
昭
和
三
九
年
に
現
在
地

に
新
築
移
転
そ
の
後
増
改
築

を
経
て
現
在
客
室
六
四
室
、

収
容
三
七
〇
名
、
名
物
の
畳

を
敷
き
詰
め
た
「
畳
風
呂
」、

豊
か
な
自
然
に
恵
ま
れ
た
伊

香
保
と
い
う
土
地
柄
な
ら
で

は
の
新
鮮
な
素
材
を
使
っ
た

料
理
が
自
慢
の
宿
で
す
。

三
、
経
営
理
念

　

顧
客
満
足
を
第
一
に
「
出

逢
い
の
宿
」
と
し
て
人
と
人

と
の
ふ
れ
あ
い
を
大
切
に
、

お
客
様
を
お
も
て
な
し
す
る

よ
う
日
々
社
員
教
育
に
取
り

組
み
、
再
度
御
来
館
い
た
だ

け
る
よ
う
努
力
し
て
お
り
ま

す
。

代表取締役

木村幸久

▲施工実績：歩道橋▲施工実績：歩道橋▲金型製作用ロボットシステム▲金型製作用ロボットシステム
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会員企業紹介

新　町

有
限
会
社 

ネ
ッ
プ

会
員
企
業
紹
介

一
、
所
在
地

高
崎
市
新
町
一
六
五
三

－

五

℡
〇
二
七
四

－

四
二

－

〇
七
二
九

二
、
事
業
概
要
・
会
社
Ｐ
Ｒ

　

平
成
九
年
七
月
七
日
、
ポ

ス
タ
ー
・
チ
ラ
シ
・
パ
ン
フ

レ
ッ
ト
・
名
刺
な
ど
、
一
般

印
刷
物
の
デ
ザ
イ
ン
を
手
掛

け
る
企
業
と
し
て
設
立
以

来
、
お
か
げ
さ
ま
を
も
ち
ま

し
て
、
今
年
で
創
立
一
六
周

年
を
迎
え
ま
す
。
創
業
以
来

一
六
年
間
、
私
ど
も
は
常
に

〝
お
客
様
に
満
足
し
て
頂
け

る
仕
事
〞
を
目
指
し
て
参
り

ま
し
た
。
そ
し
て
そ
の
信
念

は
こ
れ
か
ら
も
変
わ
る
こ
と

な
く
持
ち
続
け
て
参
り
ま

す
。

三
、
経
営
理
念

　

お
客
様
の
様
々
な
ニ
ー
ズ

に
お
応
え
出
来
る
よ
う
、
一

六
年
間
の
実
績
を
生
か
し
、

ス
タ
ッ
フ
一
同
日
々
努
力
を

重
ね
て
い
く
所
存
で
ご
ざ
い

ま
す
。

　

今
後
と
も
ど
う
ぞ
よ
ろ
し

く
御
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

代表取締役

箕輪　洋

赤　城

有
限
会
社
マ
ル
フ
ク
ス
ト
ア
ー

会
員
企
業
紹
介

一
、
所
在
地

渋
川
市
赤
城
町

三
原
田
五
八
六

－

一

℡
〇
二
七
九

－

五
六

－

二
四
五
一

二
、
事
業
概
要

　

『
大
切
な
命
を
い
た
だ
い
て

い
る
の
だ
か
ら
決
し
て
無
駄

に
し
た
く
な
い
！
豚
さ
ん
の

食
べ
ら
れ
る
内
臓
は
全
て
い

た
だ
こ
う
！
』
と
養
豚
業
を

営
ん
で
い
た
祖
父
の
意
思
を

引
き
継
い
だ
先
代
が
マ
ル
フ

ク
ス
ト
ア
ー
を
開
業
し
、
同

時
に
自
家

製
ホ
ル
モ

ン
製
造
と

販
売
を
開

始
し
ま
し

た
。

　

現
在
は
、
三
代
目
夫
婦
が

さ
ら
に
発
展
さ
せ
、
こ
だ
わ

り
の
食
材
を
扱
う
ス
ト
ア
ー

を
営
み
な
が
ら
、『
丸
福
ホ

ル
モ
ン
』
の
製
造
・
卸
・
販

売
を
行
っ
て
い
ま
す
。

三
、
経
営
理
念
・
会
社
Ｐ
Ｒ

　

『
丸
福
ホ
ル
モ
ン
』
に
は
、

他
で
は
決
し
て
見
る
こ
と
の

で
き
な
い
、
色
々
な
内
臓
が

ミ
ッ
ク
ス
さ
れ
て
入
っ
て
い

て
、
秘
伝
の
タ
レ
で
味
付
け

し
て
あ
り
、
カ
ッ
ト
な
ど
調

理
の
他
、
袋
詰
め
ま
で
、
手

作
業
で
す
。
二
つ
と
し
て
同

じ
商
品
が
で
き
な
い
、
奇
跡

の
ホ
ル
モ
ン
!?
と
呼
ば
れ
て

お
り
ま
す
。
昨
年
、
し
ぶ
か

わ
商
工
会
が
主
催
で
行
わ
れ

た
、
ご
当
地
Ｂ
級
グ
ル
メ
決

戦
で
は
、
初
代
チ
ャ
ン
ピ
オ

ン
に
輝
き
ま
し
た
。
ぜ
ひ
、

ご
賞
味
あ
れ
！

代表取締役

長岡宗一

会員企業をサポートする会員企業をサポートする

ＡＡ ＩＩ ＵのリスクソリューションＵのリスクソリューション

企業防衛・福利厚生目的に法人会のビジネスガードシリーズ

お問い合わせ先

Ａ Ｉ Ｕ 損害保険株式会社 群馬支店
〒371-0805 群馬県 前橋市南町3-9-5 大同生命前橋ﾋﾞﾙ 6F
代表：０２７－２２３－５７７１ ＦＡＸ：０２７－２２３－６０９４
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新会員・部会員紹介

①法人名　　②代表者・部会員名　　③所在地　　④業種

高崎

①　（株）オフィス・ジェイ・プラッツ
② 神　　保　　　　　　武
③ 高崎市栄町
④ ソフトウェア業

高崎

①　黒澤眞里子代理店
② 黒　　澤　　眞里子
③ 高崎市筑縄町
④ 保険代理店

高崎

①　（有）境原製作所
② 境　　原　　義　　和
③ 高崎市剣崎町
④ 製造業

高崎

①　松本建設（株）
② 松　　本　　　　　尉
③ 高崎市南大類町
④ 建設業

女性

①　黒澤眞里子代理店
② 黒　　澤　　眞里子
③ 高崎市筑縄町
④ 保険代理店

女性

①　（株）ラムール
② 田　　村　　貴　　枝
③ 高崎市緑町
④ 保険代理店

青年

①　（株）アイテク
② 北　　形　　信　　也
③ 高崎市上並榎町
④ 電気設備・システムエンジニアリング・制御盤製作事業

青年

①　（株）ヤマジス
② 崎　　山　　譲　　治
③ 高崎市片岡町
④ 解体工事、機械据付業

青年

①　（株）ＪＴＢ関東 法人営業群馬支店
② 横　　手　　完　　司
③ 前橋市表町
④ 旅行業

問い合わせ先

一般社団法人　高崎法人会　　事務局
〒370-0006　高崎市問屋町2-7-8　506号
電話　　027-363-4526　　ＦＡＸ　　027-363-4576

高崎税務署管内では、会員企業約5000社からなる『高崎法人会』が税務協力団体として、会員企
業のため、地域社会のため、活動を行っております。
企業の発展と、地域社会への貢献のため、法人会にご入会くださいますようお願い申し上げます。

ＳＴＥＰ１

ネットorファックス予約。

ＳＴＥＰ２

オフィス・自宅に届く。
※ご希望の場所へお届けします。

ＳＴＥＰ３

ポストへ返却。
※セミナーが終わったら専用
　封筒で最寄りのポストへ投
　函してください。

〒➡ ➡

お申込方法・お問合せお申込方法・お問合せ

セミナーＤＶＤセミナーＤＶＤセミナーＤＶＤ

法人会会員用無料レンタルサービス法人会会員用無料レンタルサービス法人会会員用無料レンタルサービス法人会会員用無料レンタルサービス

高崎法人会ホームページより、専用ページへアクセス、
もしくは事務局までお問い合わせください。

HP：http://www.takasaki-hojinkai.com/　　TEL:027-363-4526 

社内研修会などにご活用ください。社内研修会などにご活用ください。

会員企業様に経営実務、社員研修、人事、労務など

に役立つＤＶＤを無料でレンタルします。

他では借りられないＤＶＤをぜひご活用ください。

詳しくは高崎法人会ＨＰをご覧ください。

クリック!!クリック!!クリック!!クリック!!クリック!!

インターネットでセミナー受講インターネットでセミナー受講タ ネ トでセミナネ トでセミナネ トでセミナ

いつでも受講できます。いつでも受講できます。いつでも受講できます。いつでも受講できます。いつでも受講できます。

検索高崎法人会

利用可能セミナー利用可能セミナー

150本以上!!
利用可能セミナー

150本以上!!

１．当会ＨＰ上バナーより専用ページへ。
２．ログイン

初回、利用登録が必要です。
登録後、ＩＤとパスワードが発行されます

３．見たいセミナーをお選び下さい。

ご
利
用
方
法

※非会員の方もご利用いただけますが、利用可能コンテンツに制限があります。

セミナーセミナーセミナー
111

無
料
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健康情報
　

近
ご
ろ
の
健
康
本
を
開
く

と
、「
１
日
３
食
し
っ
か
り
食
べ

て
、
生
活
習
慣
病
を
予
防
し
よ

う
」と
、判
で
押
し
た
よ
う
に
書

か
れ
て
い
ま
す
。
理
屈
の
上
で

は
大
い
に
理
解
で
き
る
の
で
す

が
、年
配
者
の
中
に
は
、朝
は
食

欲
が
な
く
て
食
べ
ら
れ
な
い
と

い
う
人
も
い
れ
ば
、
長
年
に
わ

た
り
朝
は
コ
ー
ヒ
ー
１
杯
と
決

め
て
い
る
人
も
多
い
よ
う
で

す
。そ
こ
で
今
回
は
、本
当
に
１

日
３
食
で
な
い
と
い
け
な
い
の

か
、
裏
を
返
せ
ば
１
日
２
食
で

も
許
容
さ
れ
る
の
か
、
に
つ
い

て
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。

　

皆
さ
ん
、「
欠
食
」
と
い
う
言

葉
が
あ
る
の
を
ご
存
じ
で
し
ょ

う
か
。
元
々
は
学
校
給
食
の
な

か
っ
た
時
代
に
、
貧
し
く
て
弁

当
を
持
っ
て
登
校
で
き
な
い
子

供
を「
欠
食
児
童
」と
呼
ん
で
い

ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
時
代
は
大

き
く
変
わ
り
、
現
代
の
「
欠
食
」

と
は
、
朝
食
を
摂
ら
な
い
こ
と

を
指
し
ま
す
。「
欠
食
率
」と
は
、

そ
の
比
率
の
こ
と
で
す
。

　

厚
労
省
は
５
年
に
１
度
、
各

年
代
別
の
欠
食
率
を
調
べ
て
い

ま
す
が
、
今
の
日
本
で
最
も
憂

慮
さ
れ
て
い
る
の
は
、
若
い
世

代
が
平
然
と
朝
食
を
抜
く
よ
う

に
な
っ
た
こ
と
で
す
。
夜
型
社

会
に
な
り
、遠
距
離
通
学
・
通
勤

の
問
題
も
あ
り
ま
す
が
、
大

ざ
っ
ぱ
に
見
る
と
20
代
は
男
女

と
も
に
３
人
に
１
人
、
30
代
は

４
人
に
１
人
が
朝
食
を
摂
っ
て

い
ま
せ
ん
。
特
に
20
代
の
独
身

男
性
は
、
７
割
近
く
が
朝
食
を

抜
い
て
い
ま
す
。

　

さ
ら
に
深
刻
な
の
は
、
高
校

生
、
中
学
生
か
ら
小
学
生
に
も

朝
食
抜
き
が
激
増
し
て
い
る
こ

と
で
す
。
ゲ
ー
ム
や
ス
マ
ホ
に

夢
中
に
な
り
、
朝
き
ち
ん
と
起

き
ら
れ
な
い
の
で
す
。
中
に
は

母
親
が
朝
食
を
作
っ
て
く
れ
な

い
と
い
う
家
庭
も
あ
る
よ
う

で
、
給
食
を
お
代
わ
り
す
れ
ば

栄
養
は
取
れ
る
は
ず
、
と
う
そ

ぶ
く
マ
マ
さ
ん
族
も
い
る
そ
う

で
す
よ
。

　

１
日
３
食
を
推
奨
す
る
栄
養

学
者
は
、
２
食
だ
と
メ
タ
ボ
の

増
加
に
つ
な
が
る
と
警
鐘
を
鳴

ら
し
て
い
ま
す
。
引
き
合
い
に

出
さ
れ
る
の
は
、 

〝２
食
族〟
の

相
撲
社
会
で
す
。
力
士
は
明
け

方
か
ら
の
猛
稽
古
で
徹
底
的
に

腹
を
減
ら
し
、
チ
ャ
ン
コ
を
た

ら
ふ
く
食
べ
て
昼
寝
を
し
、
体

重
を
増
や
し
ま
す
。
夕
方
も
通

常
は
稽
古
が
あ
る
の
で
、
晩
飯

の
量
も
半
端
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
年
齢
的
に
も
栄
養
分
の
吸

収
が
極
め
て
良
い
の
で
、
短
期

間
で
見
違
え
る
よ
う
な
体
形
に

な
り
ま
す
。

　

こ
の
図
式
は
一
般
社
会
に
も

適
用
さ
れ
そ
う
で
す
。
健
康
な

若
者
が
面
倒
だ
か
ら
と
朝
食
を

抜
く
よ
う
に
な
る
と
、
昼
前
か

ら
お
腹
が
グ
ー
グ
ー
鳴
っ
て
食

欲
が
増
し
、
結
果
的
に
は
沢
山

食
べ
る
ほ
か
、
間
食
に
も
手
を

出
す
よ
う
に
な
り
、
肥
満
体
質

に
な
る
と
い
う
指
摘
で
す
。
こ

の
ほ
か
１
日
３
食
の
効
能
説
と

し
て
、「
栄
養
素
を
万
遍
な
く
補

強
で
き
る
」「
体
や
脳
に
栄
養
が

行
き
渡
る
の
で
イ
ラ
イ
ラ
し
な

く
な
る
」「
食
物
繊
維
を
多
く
摂

る
の
で
、
便
秘
に
な
る
こ
と
が

少
な
い
」な
ど
が
あ
り
ま
す
。

　

さ
て
結
論
を
言
い
ま
す
と
、

１
日
３
食
が
是
非
と
も
必
要
な

の
は
、
成
長
過
程
に
あ
る
子
供

や
、
さ
ら
に
追
加
す
れ
ば
日
本

の
将
来
を
担
っ
て
い
る
若
い
世

代
で
、年
配
者
は
、言
葉
は
悪
い

の
で
す
が
、
付
け
足
し
の
よ
う

な
存
在
で
す
。
長
年
の
食
生
活

か
ら
自
分
の
健
康
状
態
は
熟
知

し
て
い
る
は
ず
で
す
か
ら
、
１

日
３
食
に
こ
だ
わ
ら
ず
、
マ
イ

ペ
ー
ス
で
判
断
す
べ
き
と
思
い

ま
す
。
１
日
１
食
で
健
康
体
の

人
も
い
っ
ぱ
い
い
ま
す
。

　

参
考
ま
で
に
年
配
者
の
欠
食

率

は

、
50

代

が

約

14

％

と

ち
ょ
っ
と
高
い
の
で
す
が
、
60

代
は
約
７
％
、
70
代
は
約
５
％

で
、
全
体
と
し
て
は
し
っ
か
り

食
べ
て
い
る
人
の
割
合
が
多
く

な
っ
て
い
ま
す
。
食
べ
て
い
る

と
答
え
た
人
の
中
に
は
、
そ
れ

こ
そ
コ
ー
ヒ
ー
１
杯
の
人
も
含

ま
れ
て
い
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん

が
、
大
し
た
問
題
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。

ず
っ
と　
　
　
　
　
　
　
　

１
日
２
食
に
し
て
い
る
が
、

　
　

す
ご
く
元
気
、と
の
声
も

引
き
合
い
に
出
さ
れ
る
の
は
、 

  

２
食
ド
カ
食
い
の
相
撲
社
会

１
日
３
食
、

　
　
　

で
な
い
と
い
け
な
い
の
か

医
療
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト　

大　

谷　

克　

弥
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最近の話題から
　

植
物
は
太
陽
光
と
水
、
二
酸

化
炭
素
を
使
っ
て
光
合
成
を
行

い
、
で
ん
ぷ
ん
や
ブ
ド
ウ
糖
な

ど
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
を
作
り
出

し
ま
す
。
こ
の
仕
組
み
を
ま
ね

て
太
陽
光
と
水
、
二
酸
化
炭
素

だ
け
を
原
料
に
、
多
様
な
有
機

物
を
自
由
自
在
に
作
る
夢
の
技

術
、
「
人
工
光
合
成
」
の
研
究

が
、
わ
が
国
で
め
ざ
ま
し
く
進

ん
で
い
ま
す
。
水
分
解
の
鍵
と

な
る
物
質
の
構
造
解
明
や
、
人

工
光
合
成
実
験
の
成
功
な
ど
、

世
界
初
の
業
績
が
相
次
い
で
研

究
を
大
き
く
リ
ー
ド
。
新
た
な

「
日
本
の
お
家
芸
」
に
な
り
そ

う
で
す
。

　

太
陽
光
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
、
地

球
に
降
り
注
ぐ
１
時
間
分
だ
け

で
も
人
類
が
必
要
な
１
年
分
に

相
当
し
ま
す
。
表
面
の
約
７
割

が
水
で
覆
わ
れ
て
い
る
地
球
は

「
水
の
惑
星
」
と
呼
ば
れ
る
ほ

ど
で
す
し
、
二
酸
化
炭
素
は
地

球
を
温
暖
化
さ
せ
て
し
ま
う
ほ

ど
増
え
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、

こ
れ
ら
は
無
尽
蔵
に
存
在
し
て

お
り
、
人
工
光
合
成
は
、
ほ
ぼ

原
料
費
を
ゼ
ロ
に
で
き
る
こ
と

に
な
る
わ
け
で
す
。

　

ま
た
、
地
球
に
温
室
効
果
を

も
た
ら
す
大
気
中
の
二
酸
化
炭

素
を
大
量
に
利
用
す
れ
ば
、
温

暖
化
防
止
に
貢
献
で
き
ま
す
。

さ
ら
に
、
懸
念
さ
れ
て
い
る
化

石
燃
料
の
枯
渇
対
策
に
も
つ
な

が
り
ま
す
。
資
源
の
乏
し
い
日

本
に
は
う
っ
て
つ
け
で
、
い
い

こ
と
ず
く
め
の
技
術
で
す
ね
。

　

研
究
機
運
を
高
め
た
の
は
、

平
成
22
年
に
ノ
ー
ベ
ル
化
学
賞

を
受
賞
し
た
根
岸
英
一
・
米
パ

デ
ュ
ー
大
特
別
教
授
で
す
。
受

賞
直
後
、
「
温
暖
化
や
エ
ネ
ル

ギ
ー
問
題
の
解
決
に
大
き
な
可

能
性
を
秘
め
た
分
野
だ
」
と
文

部
科
学
省
に
掛
け
合
い
、
国
内

主
要
研
究
機
関
が
参
加
す
る

「
人
工
光
合
成
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
」
を
立
ち
上
げ
た
こ
と
で
、

研
究
は
一
気
に
弾
み
が
つ
き
ま

し
た
。

　

そ
れ
か
ら
間
も
な
い
23
年
４

月
、
大
阪
市
立
大
の
神
谷
信
夫

教
授
が
大
成
果
を
挙
げ
ま
し

た
。
植
物
の
光
合
成
は
ま
ず
水

を
酸
素
と
電
子
、
水
素
イ
オ
ン

に
分
解
し
ま
す
が
、
そ
こ
で
触

媒
と
し
て
働
く
マ
ン
ガ
ン
ク
ラ

ス
タ
ー
と
い
う
物
質
の
構
造

を
、
世
界
で
初
め
て
解
明
し
た

の
で
す
。

　

光
合
成
の
秘
密
を
解
く
鍵
と

さ
れ
な
が
ら
、
マ
ン
ガ
ン
ク
ラ

ス
タ
ー
の
構
造
は
長
い
こ
と
謎

と
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
け
れ

ど
、
神
谷
教
授
は
Ｘ
線
照
射
を

つ
か
っ
た
解
析
で
、
つ
い
に
構

造
を
突
き
止
め
ま
し
た
。

　

判
明
し
た
構
造
と
同
様
の
物

質
を
作
れ
ば
、
人
工
光
合
成
の

触
媒
と
し
て
使
え
る
は
ず
で

す
。
こ
の
成
果
は
世
界
中
の
研

究
者
に
大
き
な
衝
撃
を
与
え
、

米
国
の
権
威
あ
る
科
学
誌
サ
イ

エ
ン
ス
は
こ
の
年
の
「
10
大
科

学
成
果
」
の
一
つ
に
選
定
。
各

国
で
触
媒
作
製
競
争
が
始
ま
り

ま
し
た
。

　

さ
ら
に
同
じ
年
の
９
月
、
ト

ヨ
タ
自
動
車
グ
ル
ー
プ
の
豊
田

中
央
研
究
所
が
、
世
界
で
初
め

て
人
工
光
合
成
の
実
証
実
験
に

成
功
し
ま
し
た
。
実
験
室
内
で

太
陽
光
と
二
酸
化
炭
素
、
水
か

ら
、
比
較
的
単
純
な
有
機
化
合

物
の
ギ
酸
を
作
り
出
し
た
の
で

す
。

　

日
本
人
研
究
者
の
勢
い
は
ま

だ
止
ま
り
ま
せ
ん
。
豊
田
中
央

研
の
人
工
光
合
成
は
、
太
陽
光

エ
ネ
ル
ギ
ー
の
変
換
効
率
が

0.04
％
で
、
植
物
（
0.2
％
）
の
わ

ず
か
５
分
の
１
で
し
た
、
け
れ

ど
、
そ
の
成
功
の
約
10
カ
月

後
、
電
機
大
手
パ
ナ
ソ
ニ
ッ
ク

の
先
端
技
術
研
究
所
が
、
早
く

も
植
物
と
同
じ
変
換
効
率
を
達

成
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
研
究

チ
ー
ム
は
、
「
今
後
は
植
物
に

勝
ち
た
い
」
と
フ
ァ
イ
ト
を
燃

や
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
研
究
の
急
展
開

か
ら
、
経
済
産
業
省
も
昨
年
11

月
、
10
年
間
で
約
１
５
０
億
円

を
投
じ
る
人
工
光
合
成
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
を
立
ち
上
げ
ま
し

た
。
28
年
度
末
に
３
％
、
33
度

末
に
10
％
の
変
換
効
率
達
成
を

掲
げ
、
も
は
や
人
工
光
合
成
の

実
用
化
は
目
前
と
い
っ
た
様
相

で
す
。

　

た
だ
、
実
用
化
に
必
要
な
の

は
効
率
ア
ッ
プ
だ
け
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
今
後
は
、
燃
料
電
池

の
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
と
な
る
ア
ル

コ
ー
ル
や
水
素
、
化
学
原
料
と

な
る
エ
チ
レ
ン
や
オ
レ
フ
ィ
ン

な
ど
、
需
要
の
大
き
い
物
質
を

自
由
自
在
に
作
れ
る
か
ど
う
か

が
、
大
き
な
課
題
と
な
る
で

し
ょ
う
。

急
ピ
ッ
チ
で
研
究
進
む
「
人
工
光
合
成
」

　

  
実
用
化
に
向
け
日
本
が
大
き
く
リ
ー
ド　

産
経
新
聞
科
学
部
記
者

伊
藤
壽
一
郎

ノ
ー
ベ
ル
賞
が
き
っ
か
け

植
物
を
追
い
越
せ
！

中小企業向け貸倒保証制度中小企業向け貸倒保証制度中小企業向け貸倒保証制度中小企業向け貸倒保証制度中小企業向け貸倒保証制度
ご加入のおすすめご加入のおすすめご加入のおすすめご加入のおすすめご加入のおすすめ

三井住友海上火災保険株式会社
群馬支店　高崎支社（担当：吉田）
〒370-0045
高崎市東町 80　群馬トヨタビル５Ｆ
TEL027-323-4332  FAX027-327-4046 

貸倒損失の平準化
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わり、取引先に対する与信管理の充実・
向上が図れます。

法人会
会員企業専用プラン。
是非ご利用ください。
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最近の話題から
　

「
ぼ
く
は
天
才
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
な
ぜ
か
と
い
う
と
自
分

が
、
ど
う
し
て
ヒ
ッ
ト
を
打
て
る

か
を
説
明
で
き
る
か
ら
で
す
」

　

様
々
な
名
言
を
飛
ば
し
て
い

る
イ
チ
ロ
ー
で
す
が
、
そ
の
中

で
も
こ
の
言
葉
が
、
特
に
私
の

印
象
に
残
っ
て
い
ま
す
。

　

彼
と
市
井
の
人
々
の
違
い
を

い
え
ば
、
普
通
の
人
は
結
果
を

重
視
し
ま
す
が
、
彼
は
結
果
も

重
視
は
す
る
が
、
そ
れ
よ
り
も

過
程
を
常
に
意
識
し
て
い
る
こ

と
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

「
結
果
よ
け
れ
ば
、
全
て
よ

し
」
で
は
な
く
、「
過
程
よ
け
れ

ば
、
全
て
よ
し
」
と
い
う
違
い

で
す
。
こ
の
違
い
は
見
え
に
く

い
の
で
す
が
、
結
果
的
に
は
、

実
は
と
っ
て
も
大
き
な
差
と

な
っ
て
生
じ
て
く
る
の
で
す
。

　

「
あ
の
時
、
こ
う
す
れ
ば
よ

か
っ
た
」
と
は
、
誰
で
も
思
い

ま
す
。
で
す
が
、
そ
の
選
択
を

そ
の
時
に
し
て
も
、
そ
の
次
の

場
面
が
ど
う
い
う
展
開
に
な
っ

て
い
る
か
、
ま
た
、
そ
の
次
は

ど
う
な
っ
て
い
る
か
ま
で
の
想

像
は
で
き
る
も
の
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
そ
れ
が
で
き
た
ら
未
来

が
見
え
る
、
と
い
う
こ
と
に

な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

　

似
た
よ
う
な
次
の
場
面
で
、

間
違
い
な
く
最
適
な
判
断
が
で

き
る
よ
う
に
す
る
に
は
、
２
度

と
は
こ
な
い
「
あ
の
時
」
に
何

が
自
分
に
足
り
な
か
っ
た
か
に

つ
い
て
目
を
向
け
る
こ
と
が
必

要
で
す
。
「
あ
の
時
、
な
ぜ
そ
の

判
断
が
で
き
な
か
っ
た
か
」
と

思
う
こ
と
が
必
要
な
の
で
す
。

　

何
故
で
き
な
か
っ
た
か
を
自

問
自
答
す
る
と
、
そ
の
答
え
は

２
つ
に
辿
り
着
き
ま
す
。
「
努

力
が
足
り
な
い
」
と
い
う
答
え

と
、
「
何
を
努
力
し
て
い
い
か

分
か
ら
な
い
」
と
い
う
も
の
で

す
。
努
力
が
足
り
な
か
っ
た
と

い
う
の
は
、
取
り
組
む
課
題
が

何
で
あ
る
か
明
瞭
に
分
か
っ
て

い
る
こ
と
で
す
か
ら
、
後
は
努

力
を
す
れ
ば
よ
い
。

　

問
題
は
、
何
を
努
力
し
て
い
い

か
分
か
ら
な
い
と
い
う
場
合
で
す
。

　

取
り
組
む
課
題
が
分
か
ら
な

い
場
合
に
は
、
物
事
に
向
き
合
う

姿
勢
に
問
題
が
あ
る
よ
う
で
す
。

　

「
手
早
く
片
付
け
よ
う
」
と

い
う
気
持
ち
が
最
初
に
で
る
よ

う
で
し
た
ら
、
取
り
組
む
角
度

を
変
え
ま
し
ょ
う
。
「
そ
こ
か

ら
何
を
学
ぶ
か
」
と
い
う
風

に
、
自
ら
問
題
を
ゲ
ー
ム
化
す

る
の
で
す
。
す
る
と
、
問
題
解

決
と
い
う
結
果
は
同
じ
で
も
、

自
分
の
中
に
蓄
積
さ
れ
る
も
の

が
確
実
に
変
わ
り
ま
す
。

　

〝手
早
く〟
と
思
う
と
、
で
き

る
だ
け
自
分
の
負
荷
を
減
ら
す

方
向
に
意
識
が
向
い
て
し
ま
う

の
で
す
が
、
〝何
を
学
ぶ
か〟
と

思
う
と
、
問
題
に
取
り
組
む
そ

の
こ
と
が
自
分
に
と
っ
て
の
絶

好
の
チ
ャ
ン
ス
に
見
え
て
く
る

の
で
す
。
も
ち
ろ
ん
、
自
分
の

中
へ
蓄
積
度
の
大
き
い
の
は
後

者
で
す
。

　

こ
う
し
た
違
い
は
、
日
常
の

中
で
問
題
の
壁
を
直
視
す
る

か
、
そ
れ
と
も
見
ぬ
ふ
り
し
て

か
わ
し
て
し
ま
う
か
か
ら
生
じ

て
き
ま
す
。
壁
を
み
な
い
ク
セ

は
、
い
つ
の
間
に
か
、
壁
の
見

え
な
い
自
分
を
作
っ
て
し
ま
う

の
で
す
。

　

ま
ず
は
、
問
題
の
「
壁
」
を

直
視
す
る
ク
セ
を
つ
け
ま
し
ょ

う
。
越
え
ね
ば
な
ら
ず
と
直
視

が
で
き
る
と
、
人
間
と
は
不
思

議
な
も
の
で
何
に
取
り
組
む
べ

き
か
の
答
え
も
、
自
ず
と
持
て

て
し
ま
う
の
で
す
。
そ
の
答
え

が
、
た
と
え
ば
日
常
の
生
活
ス

タ
イ
ル
の
見
直
し
と
い
う
類
で

も
か
ま
い
ま
せ
ん
。

　

そ
れ
を
片
付
け
れ
ば
、
次
に

壁
に
向
か
っ
た
時
に
は
そ
れ
は

片
付
い
て
い
る
こ
と
に
な
り
ま

す
。
一
つ
一
つ
積
み
重
ね
て
い

く
と
、
イ
チ
ロ
ー
の
よ
う
に

「
説
明
で
き
る
」
よ
う
に
な
る

の
で
す
。

　

努
力
と
は
、
越
え
ね
ば
な
ら

ぬ
と
思
い
切
る
と
こ
ろ
か
ら
生

ま
れ
て
く
る
の
だ
と
い
う
こ
と

を
念
頭
に
、
新
年
度
の
ス
タ
ー

ト
を
切
り
ま
し
ょ
う
。

 
「
壁
」
が
見
え
る
か

㈱
ア
ル
テ
ィ
ス
タ
人
材
開
発
研
究
所
代
表

玄
間
千
映
子

イ
チ
ロ
ー
と
普
通
の
人
の
違
い

壁

を

直

視

す

る

問
題
に
ぶ
つ
か
っ
た
時
、　
　

　

 

最
初
に
何
を
考
え
ま
す
か
？
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税理士はあなたと企業のパートナー税理士はあなたと企業のパートナー
事業発展のお手伝いをします。

地域社会に貢献します。　秘密を守ります。

関東信越税理士会高崎支部

税理士会コーナー
　

「
税
金
払
い
た
く
な
い
人 

～
？
」「
は
ー
い
！
」

　

毎
年
小
学
校
で
開
催
さ
れ
る

租
税
教
室
で
は
、
６
年
生
の
元

気
な
声
が
響
き
ま
す
。

　

関
東
信
越
税
理
士
会
高
崎
支

部
は
新
し
い
試
み
と
し
て
、
広

報
部
の
中
に
租
税
教
育
担
当
を

新
設
致
し
ま
た
。
租
税
教
育
の

普
及
に
税
理
士
会
全
体
で
積
極

的
に
取
組
ん
で
い
こ
う
と
い
う

も
の
で
す
。こ
の
度
、租
税
教
育

担
当
と
な
り
ま
し
た
高
崎
支
部

の
木
村
め
ぐ
み
で
す
。
ど
う
ぞ

よ
ろ
し
く
お
願
い
致
し
ま
す
。

租
税
教
育
事
業
へ
の
取
組

　

子
供
達
に
税
の
仕
組
み
を
教

え
る
「
租
税
室
」
。
高
崎
税
務
署

管
内
の
平
成
24
年
度
実
績
で

は
、
小
学
校
39
校
、
中
学
校
５

校
、
高
校
３
校
、
受
講
者
３
，
１

３
３
人
と
規
模
も
か
な
り
大
き

く
な
っ
て
き
ま
し
た
。
25
年
度

の
開
催
校
は
更
に
増
加
す
る
予

定
で
す
。
高
崎
支
部
で
も
講
師

の
派
遣
を
毎
年
行
っ
て
き
ま
し

た
が
、
部
と
し
て
の
活
動
は
初

め
て
の
試
み
で
す
。

　

税
理
士
会
が
主
体
的
に
こ
の

活
動
を
行
っ
て
い
く
為
に

①
研
修
会
の
充
実
と
年
間
ス
ケ

ジ
ュ
ー
ル
を
作
成
し
計
画
的

に
取
組
ん
で
い
く
こ
と

②
税
理
士
会
と
し
て
の
方
針
、

目
的
を
明
確
に
さ
せ
る
こ
と

以
上
２
点
を
実
現
さ
せ
た
い
と

考
え
て
お
り
ま
す
。

①
に
つ
い
て

　

租
税
教
室
の
講
師
は
公
募
に

よ
っ
て
決
ま
り
、
研
修
会
を
経

て
本
番
、
と
い
う
の
が
今
ま
で

の
流
れ
で
す
。
と
こ
ろ
が
、「
み

な
さ
ん
、
ど
ん
な
風
に
教
え
て

い
る
の
？
」「
子
供
た
ち
の
反
応

は
？
」
な
ど
と
い
っ
た
ギ
モ
ン

を
お
持
ち
の
講
師
経
験
者
も
意

外
に
多
く
、
こ
れ
ら
の
ギ
モ
ン

に
お
応
え
す
べ
く
、
模
擬
授
業

研
修
会
を
行
う
予
定
で
す
。
45

分
授
業
の
全
体
の
流
れ
を
体
感

す
る
こ
と
で
参
考
に
な
る
こ
と

も
多
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。

　

ま
た
、
租
税
教
室
は
年
末
か

ら
２
月
に
か
け
て
行
わ
れ
る

ケ
ー
ス
が
多
い
の
が
現
状
で

す
。
私
た
ち
の
繁
忙
期
と
も
重

な
る
こ
の
シ
ー
ズ
ン
。
開
催
時

期
の
見
直
し
も
視
野
に
入
れ
た

い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

②
に
つ
い
て

　

税
理
士
は
当
然
の
こ
と
な
が

ら
、
学
校
の
先
生
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
し
か
し
な
が
ら
未
来
の

日
本
を
担
う
子
供
達
に
教
え
る

の
で
す
か
ら
、
指
導
要
領
や
カ

リ
キ
ュ
ラ
ム
を
統
一
さ
せ
、
誰

が
行
っ
て
も
同
じ
内
容
で
あ
る

こ
と
が
望
ま
し
い
と
思
い
ま

す
。そ
の
た
め
に
は
、研
修
会
を

充
実
さ
せ
る
こ
と
、
マ
ニ
ュ
ア

税理士会

『
租
税
教
室
』

関
東
信
越
税
理
士
会

　
　

高
崎
支
部
税
理
士

木　

村　

め
ぐ
み

ル
を
作
成
す
る
こ
と
、
学
校
側

と
の
打
ち
合
わ
せ
内
容
を
統
一

さ
せ
る
こ
と
、
な
ど
を
整
備
し

て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
学

校
教
育
に
お
け
る
租
税
教
育
の

位
置
付
け
を
明
確
に
し
、
他
の

科
目
と
う
ま
く
繋
げ
子
供
達
の

理
解
を
深
め
て
い
け
る
様
に
学

校
側
と
も
連
携
し
て
い
き
た
い

と
考
え
て
お
り
ま
す
。

終
わ
り
に

　

我
が
子
も
今
年
ピ
カ
ピ
カ
の

小
学
一
年
生
。
子
供
達
の
素
直

な
反
応
が
本
当
に
楽
し
い
租
税

教
室
で
す
。
ち
ょ
っ
ぴ
り
緊
張

も
し
ま
す
が
、
や
る
気
さ
え
あ

れ
ば
講
師
は
誰
に
で
も
で
き
る

は
ず
で
す
。是
非
、み
ん
な
で
盛

り
上
げ
て
楽
し
い
租
税
教
室
を

開
催
し
て
い
き
ま
し
ょ
う
。
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税理士会コーナー

　

平
成
25
年
度
の
税
制
改
正

は
、
日
本
経
済
の
消
費
需
要
の

回
復
を
通
し
て
経
済
成
長
を
達

成
す
る
為
に
、
法
人
税
で
は
減

税
中
心
の
税
制
改
正
が
行
わ
れ

ま
し
た
。
ま
た
、
相
続
税
に
お

い
て
は
、
相
続
税
等
に
よ
る
資

産
の
再
配
分
機
能
が
低
下
し
て

い
る
状
況
を
受
け
て
、
課
税

ベ
ー
ス
の
拡
大
等
の
見
直
し
が

行
わ
れ
て
お
り
ま
す
。

　

中
小
企
業
に
お
け
る
交
際
費

に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
６
０

０
万
円
を
上
限
に
、
そ
の
う
ち

の
90
％
を
損
金
算
入
で
き
る
仕

組
み
と
な
っ
て
い
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
平
成
25
年
４
月
１

日
か
ら
平
成
26
年
３
月
31
日
ま

で
の
間
に
開
始
す
る
各
事
業
年

度
に
お
い
て
は
、
定
額
控
除
限

度
額
が
６
０
０
万
円
か
ら
、
改

正
後
に
は
８
０
０
万
円
に
引
き

上
げ
ら
れ
る
と
共
に
、
定
額
控

除
額
限
度
額
ま
で
の
損
金
不
算

入
措
置
を
廃
止
す
る
こ
と
と
な

り
、
中
小
企
業
の
支
出
交
際
費

は
、
年
間
８
０
０
万
円
ま
で
法
人

税
が
か
か
ら
な
く
な
り
ま
し
た
。

　

青
色
申
告
書
を
提
出
す
る
法

人
が
、
国
内
に
お
け
る
従
業
員

に
給
与
等
を
支
給
す
る
場
合
に
、

給
与
等
の
支
給
額
を
一
定
以
上

増
加
さ
せ
た
場
合
、
そ
の
増
加

額
の
10
％
を
税
額
控
除
で
き
る

こ
と
と
な
り
ま
し
た
。
こ
の
給

与
を
増
加
さ
せ
た
場
合
の
減
税

制
度
は
、
平
成
25
年
４
月
１
日

か
ら
平
成
28
年
３
月
31
日
ま
で

の
間
に
開
始
す
る
各
事
業
年
度

に
適
用
さ
れ
、
雇
用
促
進
税
制

等
と
の
選
択
適
用
と
な
り
ま
す
。

要
件
と
し
て
は
、
給
与
等
支
給

総
額
が
基
準
事
業
年
度
（
平
成

25
年
４
月
１
日
以
後
開
始
す
る

各
事
業
年
度
の
う
ち
最
も
古
い

事
業
年
度
の
直
前
の
事
業
年

度
）
よ
り
５
％
以
上
増
加
し
、

そ
の
上
で
・
給
与
等
支
給
総
額

及
び
平
均
給
与
等
支
給
額
が
前

事
業
年
度
を
下
回
ら
な
い
こ
と

と
な
っ
て
お
り
、
減
税
額
と
し

て
は
、
当
期
法
人
税
額
の
20
％

（
中
小
企
業
者
等
以
外
は
10
％
）

を
限
度
と
し
て
、
給
与
等
支
給

増
加
額
の
10
％
を
税
額
控
除
で

き
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

　

青
色
申
告
書
を
提
出
す
る
法

人
が
国
内
事
業
用
生
産
等
設
備

の
投
資
額
を
前
年
度
に
比
べ
て

10
％
超
増
加
さ
せ
、
そ
の
投
資

額
が
当
期
の
償
却
額
を
超
え
る

場
合
に
、
そ
の
生
産
等
設
備
の

う
ち
機
械
措
置
に
つ
い
て
、
取

得
価
格
の
30
％
の
特
別
償
却
か

当
期
法
人
税
額
の
20
％
を
限
度

と
し
て
取
得
価
格
の
３
％
の
税

額
控
除
の
い
ず
れ
か
を
選
択
適

用
で
き
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

な
お
、
こ
の
適
用
は
、
平
成
25
年

４
月
１
日
か
ら
平
成
27
年
３
月

31
日
ま
で
の
間
に
開
始
す
る
事

業
年
度
に
お
い
て
取
得
等
し
た

事
業
用
生
産
等
設
備
に
適
用
さ

れ
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。

　

中
小
企
業
者
等
が
支
出
し
た

試
験
研
究
費
に
つ
い
て
12
％
の

税
額
控
除
等
を
行
う
制
度
に
つ

い
て
、
２
年
間
の
時
限
措
置
と
し

て
、
平
成
25
年
４
月
１
日
か
ら

平
成
27
年
３
月
31
日
ま
で
の
間

に
開
始
す
る
各
事
業
年
度
に
お

い
て
は
、
控
除
税
額
の
上
限
が
当

期
の
法
人
税
額
の
20
％
か
ら

30
％
に
引
き
上
げ
ら
れ
ま
し
た
。

　

非
上
場
株
式
等
に
係
る
相
続

税
・
贈
与
税
の
納
税
猶
予
制
度

に
つ
い
て
、
従
前
は
、
後
継
者
を

先
代
経
営
者
の
親
族
に
限
定
し
、

相
続
・
贈
与
時
の
雇
用
の
８
割

以
上
を
「
認
定
有
効
期
間
５
年

間
毎
年
」
維
持
し
た
上
で
、
先

代
経
営
者
は
、
贈
与
時
に
役
員

を
退
任
す
る
必
要
が
あ
り
ま
し

た
が
、
平
成
27
年
１
月
１
日
以

後
の
相
続
・
遺
贈
ま
た
は
贈
与

か
ら
は
、
親
族
以
外
を
後
継
者

と
す
る
こ
と
も
可
能
と
な
り
、

相
続
・
贈
与
時
の
雇
用
の
８
割

以
上
を
「
認
定
有
効
期
間
５
年

間
平
均
」
確
保
し
た
上
で
、
先
代

経
営
者
は
代
表
を
退
任
す
る
だ

け
で
、
役
員
と
し
て
残
留
す
る

こ
と
も
可
能
と
な
り
、
使
い
勝

手
が
大
幅
に
改
善
さ
れ
ま
し
た
。

　

以
上
、
今
回
は
、
平
成
25
年

度
税
制
改
正
の
う
ち
、
企
業
に

関
係
す
る
改
正
の
要
点
を
取
り

上
げ
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
。

話
経 営 寸シリーズ

関東信越税理士会　高崎支部　税理士　  柴田　敏

平成25年度
　　　税制改正（法人課税）の要点

は
じ
め
に

設
備
投
資
促
進
税
制
の
創
設

事
業
承
継
税
制
の
要
件
緩
和

中
小
企
業
に
お
け
る

交
際
費
の
損
金
不
算
入
の
撤
廃

中
小
企
業

技
術
基
盤
強
化
税
制
の

税
額
控
除
額
の
拡
大

所
得
拡
大
促
進
税
制
の
創
設
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税務署コーナー

祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の
贈与税の非課税制度のあらまし

制 度 の 概 要制 度 の 概 要
　平成２５年４月１日から平成２７年１２月３１日までの間に、個人（３０歳未満の方に限ります。以下

「受贈者」といいます。）が、教育資金に充てるため、金融機関等との一定の契約に基づき、受贈者の直系尊

属（祖父母など）から①信託受益権を付与された場合、②書面による贈与により取得した金銭を銀行等に

預入をした場合又は③書面による贈与により取得した金銭等で証券会社等で有価証券を購入した場合

（以下、これら①～③の場合を「教育資金口座の開設等」といいます。）には、これらの信託受益権又は金銭

等の価額のうち１，５００万円までの金額に相当する部分の価額については、金融機関等の営業所等を経

由して教育資金非課税申告書を提出することにより贈与税が非課税となります。

　その後、受贈者が３０歳に達するなどにより、教育資金口座に係る契約が終了した場合には、非課税拠

出額※１から教育資金支出額※２（学校等以外に支払う金銭については、５００万円を限度とします。）を控

除した残額があるときは、その残額がその契約が終了した日の属する年に贈与があったこととされます。

※１「非課税拠出額」とは、教育資金非課税申告書又は追加教育資金非課税申告書にこの制度の適用を受けるものとして記載され
た金額を合計した金額（１，５００万円を限度とします。）をいいます。
※２「教育資金支出額」とは、金融機関等の営業所等において、教育資金として支払われた事実が領収書等により確認され、かつ、
記録された金額を合計した金額をいいます。

○　国税庁ホームページ【www.nta.go.jp】において、贈与税に関する情報を掲載しておりますので、ぜひご利用ください。 なお、お分かり
にならないことがありましたら、税務署にお尋ねください。
※　税務署での面接による個別相談（関係書類等により具体的な事実関係を確認させていただく必要がある相談等）を希望される方は、
待ち時間なく相談に対応できるよう、あらかじめ電話により面接日時を予約（事前予約制）していただくこととしておりますので、ご
協力をお願いします。

教育資金口座の開設等
（左頁１へ）

教育資金口座に係る
契約の終了（左頁３へ）

教育資金口座からの払出し及び
教育資金の支払 （左頁２へ）

一括贈与等

①

②

③

④ ④

⑤

教育資金
口座の
開設等

非課税
拠出

入学資金等

入学資金等

宝石の購入宝石の購入

教育資金
の支払

教育資金
の支払

教育資金
以外の支払
教育資金
以外の支払

〔　 〕

〔　　　　　　　 〕
（例）

※契約終了の手続は金融機関等
で行います。

１，５００万円まで非課税

制
度
の
内
容

非課税拠出額－教育資金支出額
〔（①－②－③）＝（④＋⑤）〕

について贈与があったこととされる

金融機関等での手続 
（税務署での手続不要）

教育資金非課税申告書を提出

税務署での手続

贈与税の申告書を提出

金融機関等での手続 
（税務署での手続不要）

教育資金として支出したことを
証する書類（領収書等）を提出

手 

続
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税務署コーナー

教育資金とは？ （領収書等の提出が必要となりますのでご注意ください（上記２参照）。）
⑴　学校等に対して直接支払われる次のような金銭をいいます。 
①　入学金、授業料、入園料、保育料、施設設備費又は入学（園）試験の検定料など
②　学用品の購入費や修学旅行費や学校給食費など学校等における教育に伴って必要な費用など 

（注）　「学校等」とは、学校教育法で定められた幼稚園、小・中学校、高等学校、大学（院）、専修学校、 各種
学校、一定の外国の教育施設、認定こども園又は保育所等などをいいます。 

⑵　学校等以外に対して直接支払われる次のような金銭で社会通念上相当と認められるものをいいます。
　＜イ　役務提供又は指導を行う者（学習塾や水泳教室など）に直接支払われるもの＞
③　教育（学習塾、そろばんなど）に関する役務の提供の対価や施設の使用料など
④　スポーツ（水泳、野球など）又は文化芸術に関する活動（ピアノ、絵画など）その他教養の向上のため
の活動に係る指導への対価など
⑤　③の役務の提供又は④の指導で使用する物品の購入に要する金銭

　＜ロ　イ以外（物品の販売店など）に支払われるもの＞
⑥　②に充てるための金銭であって、学校等が必要と認めたもの

※　教育資金及び学校等の範囲については、文部科学省高等教育局学生・留学生課法規係へお尋ねください。 なお、文部科学省ホー

ムページ【www.mext.go.jp】にも教育資金及び学校等の範囲に関する情報が掲載されています。

１．教育資金口座の開設等

　この非課税制度の適用を受けるためには、教育資金口座の開設等を行った上で、教育資金非課税申告書を

その口座の開設等を行った金融機関等の営業所等を経由して、信託や預入などをする日（通常は教育資金口

座の開設等の日となります。）までに、受贈者の納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません（教育資

金非課税申告書は、金融機関等の営業所等が受理した日に税務署長に提出されたものとみなされます。）。 

　なお、教育資金非課税申告書は、原則として、受贈者が既に教育資金非課税申告書を提出している場合に

は提出することができません。

※金融機関等とは、信託会社（信託銀行）、銀行等、証券会社をいいます。教育資金口座の取扱いの有無については、各金融機関等の営業
所等にお尋ねください。

２．教育資金口座からの払出し及び教育資金の支払

　教育資金口座からの払出し及び教育資金の支払を行った場合には、その支払に充てた金銭に係る領収書

などその支払の事実を証する書類等を、次の⑴又は⑵の提出期限までに教育資金口座の開設等をした金融

機関等の営業所等に提出する必要があります。 

⑴　教育資金を支払った後にその実際に支払った金額を教育資金口座から払い出す方法を教育資金口座

の払出方法として選択した場合

　領収書等に記載された支払年月日から１年を経過する日

⑵　⑴以外の方法を教育資金口座の払出方法として選択した場合

　領収書等に記載された支払年月日の属する年の翌年３月１５日

※　上記⑴又は⑵の教育資金口座の払出方法の選択は、受贈者が教育資金口座の開設等の時に行います。詳しくは各金融機関等の
営業所等にお尋ねください。
※　上記⑵を選択した場合には、その年中に払い出した金額の合計額が教育資金支出額（表面※２参照）の限度となります。

３．教育資金口座に係る契約の終了

　教育資金口座に係る契約は、次の⑴～⑶の事由に該当したときに終了します。

⑴　受贈者が３０歳に達したこと

⑵　受贈者が死亡したこと

⑶　口座等の残高がゼロになり、かつ、教育資金口座に係る契約を終了させる合意があったこと

　上記⑴又は⑶の事由に該当したことにより、教育資金口座に係る契約が終了した場合に、非課税拠出額か

ら教育資金支出額（学校等以外に支払う金銭については、５００万円を限度とします。）を控除した残額があ

るときは、その残額が受贈者の上記⑴又は⑶の事由に該当した日の属する年の贈与税の課税価格に算入さ

れます（⑵の事由に該当して教育資金口座に係る契約が終了した場合には、贈与税の課税価格に算入される

ものはありません。）。したがって、その年の贈与税の課税価格の合計額が基礎控除額を超えるなどの場合に

は贈与税の申告期限までに贈与税の申告を行う必要があります。
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税務署コーナー

中高生の「税の作文」を募集中高生の「税の作文」を募集中高生の「税の作文」を募集
　税務署では、毎年、中高生の皆さんから「税についての作文」を募集してます。
　これは、将来を担う中高生の皆さんが、税に関するテーマとして作文を書くことを通じて、税に
ついて関心を持っていただき、また、税について正しい理解を深めていただくことを目的としてい
るものです。
　本年度も、中高生の皆さんからのご応募をお待ちしています。

◎税に関する高校生の作文

■応募資格　高校生

■テ ー マ　税に関すること（税に関して自分で思ったこと、考えたこと、体験したことなど何でも結構です。）

　　　　　　（例）○税について学習したことに関する意見や感想

　　　　　　　　○税務署や公共施設などを見学したことがあれば、その体験や印象（例示にとらわれる必要はありません）

　　　　　　　　　※応募作品は本人が創作したもので未発表のものに限ります。

■応募点数　１人１編

■文 字 数　８００字以上１，２００字以内

■締 切 り　平成２５年９月６日（金）必着

■応募用紙　各々の学校に配布してある応募用紙を使用してください。

　　　　　　なお、応募用紙（作品）に氏名、学校名、学年等の所定の事項について記入してください。

■提 出 先　高崎税務署（各々の学校を経由して提出してください。）

■表　　彰　優秀作品には賞状と記念品を贈呈します。

■発　　表　優秀作品は、国税庁ホームページや国税庁・国税局・税務署が作成する広報誌等に掲載す

るほか、各種の広報誌等に掲載し広く発表します。

◎中学生の「税についての作文」

■応募資格　中学生

■テ ー マ　税に関すること（内容が税に関するものであれば何でも構いません。）

　　　　　　（例）○税のしくみや使われ方について家庭などで見聞きしたこと

　　　　　　　　○税の申告や納付に関して思ったこと

　　　　　　　　○学校などで税について学んだときに感じたこと　など

　　　　　　　　　※応募作品は本人が創作したもので未発表のものに限ります。

■応募点数　１人１編

■文 字 数　１，２００字以内　題名含む（４００字詰め原稿用紙３枚）

■締 切 り　平成２５年９月５日（木）

■応募用紙　各々の学校に配布してある応募用紙を使用してください。

　　　　　　なお、応募用紙（作品）に氏名、学校名、学年等の所定の事項について記入してください。

■提 出 先　各地区の納税貯蓄組合連合会（各々の学校を経由して提出してください。）

■表　　彰　優秀作品には賞状と記念品を贈呈します。

■発　　表　優秀作品は、全国納税貯蓄組合連合会ホームページ、国税庁ホームページ及び税のしるべな

どで紹介します。

募　　　集　　　要　　　項
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会員企業の皆様の会員企業の皆様の
ホームページをホームページを
法人会のホームページに法人会のホームページに
リンクさせてください。リンクさせてください。

会員企業の皆様の
ホームページを
法人会のホームページに
リンクさせてください。

リンクご希望の方は、必要事項をお書きの上、
次のメールアドレスにお申込ください。
office@takasaki-hojinkai.com

件名：リンク希望

　必要事項　①法人名　②法人名ふりがな
　　　　　　③所在地　④電話番号
　　　　　　⑤ＵＲＬ　⑥ＰＲ文章（200 文字以内）

ホームページリンク企業募集中 !

（オレンジ）

決算説明会
出　席　証

（イエロー）

研　修　会
出　席　証

会 員 証

（ブルー）

・法人会会員証シール
・研修会出席証シール のご案内
・法人会会員証シール
・研修会出席証シール のご案内

　高崎法人会は税務署の協力団体として、適正な申告・

納税に向け、各種活動を行っております。

　このシールは、法人会の会員の証明及び、会員企業が

税務説明会・研修事業に出席した照明となるものです。

　このことにより、会員企業の地位向上を目指します。

≪書類を提出し申告される皆様へ≫

◆会員証シール（大）

◆法人会会員証シール（小）

◆研修会出席証シール（小）

左下の小さなシールは「法人税確定申告書」（別表１)

の青い用紙 1枚目に貼付してご利用ください。

※研修会出席証シールには「決算説明会出席証」と「研

修会出席証」があります。

≪イータックスで申告される皆様へ≫
「シール貼付はがき」について

　税務署提出用の各種シール貼付はがきを、今号に同封

させていただきましたので、ご利用いただければ幸いです。

ご不明な点等ございましたら、事務局ま
でお問い合せください。

一般社団法人高崎法人会事務局
電話027-363-4526 

《シール貼付はがき》
切取ってご利用ください

平成25年度定時総会結果並びに
平成25年度年会費について

　渋川市で行われる「渋川へそ祭り」の様子
を撮影した１枚。平成24年度「ふれあい写真
コンテスト」にて入賞された小林恒男さんの
作品。

【渋川へそ祭り】
　毎年７月の恒例事業で、渋川市ならではの
ユニークな祭り。
　毎年第４金曜日、土曜日の２日間にわたり
中心市街地内において開催しています。

●お問合先：渋川商工会議所
　　　　　　へそ祭り実行委員会
●所在地：渋川市渋川2536-2
●電話：0279-25-1311
●ＵＲＬ：http://www6.wind.ne.jp/hesocci/


